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訂正箇所 
原                 文 訂        正        文 

ページ 行 

前見返  （添付別紙 1 参照） （添付別紙 2 参照） 

前見返  （添付別紙 1 参照） （添付別紙 2 参照） 

8 8-9 
わく ぐ 

気候変動枠組み条約が採択され， 
1994 年発効 

 

わく ぐ 

気候変動枠組み条約が調印され， 
1994 年発効 

13 右地図および

キャプション 

（添付別紙 3 参照） （添付別紙 3 参照） 

16 左中央 

写真４  

キャプション 

福島県の県内外への避難者は約 3.5 万人にも達する

（2021 年 7 月現在）。 

福島県の県内外への避難者は約 3 万人にも達する

（2022 年 4 月現在）。 

18 右下写真 

キャプション 

（添付別紙 3 参照） （添付別紙 3 参照） 

32 17-18 

 

日本は 1994 年に高齢化率が 14％をこえ，2020 年の高

齢化率は 28.7％となり， 

 

日本は 1994 年に高齢化率が 14％をこえ，2021 年の高

齢化率は 29.1％となり， 

 

32 20-23 一人の女性が生涯に産む子どもの平均出生数（合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

）は 1975 年に 2.0 を下回り，2005 年には

1.26 まで低下した（2019 年は 1.36）。 

 

一人の女性が生涯に産む子どもの平均出生数（合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

）は 1975 年に 2.0 を下回り，2005 年には

1.26 まで低下した（2021 年は 1.30）。 

 

80 下図 

３  

（添付別紙 4 参照） （添付別紙 4 参照） 

84 下図 

４  

キャプション 

2012年に東日本大震災からの復
ふっ

興
こう

をになう機関として

復興庁が設置された。  

 

2012年に東日本大震災からの復
ふっ

興
こう

をになう機関として

復興庁が設置された。また，2023 年 4 月，内閣府のも

とにこども家庭庁が設置される。 

 

90 左上グラフ 

３  

（添付別紙 5 参照） （添付別紙 5 参照） 

92 左下表 

２  

（添付別紙 5 参照） （添付別紙 5 参照） 

93 右上グラフ 

３  

（添付別紙 6 参照） （添付別紙 6 参照） 
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93 注④ ➍2019 年の参議院選挙では最大 3.00 倍，2021 年の衆

議院選挙では 2.08 倍であった。 

➍2021 年の衆議院選挙では最大 2.08 倍，2022 年の参

議院選挙では 3.03 倍であった。 

93 右下グラフ 

５  

（添付別紙 6 参照） （添付別紙 6 参照） 

94 右下図 

２ 

２戦後のおもな政党の推移（2020 年 9 月現在） ２戦後のおもな政党の推移（2022 年 9 月現在） 

102 下図 

１ 

（添付別紙７参照） （添付別紙７参照） 

108 左段 

11-12 

審査員は選挙権を有する者（2022 年 4 月以降）のなか

から抽選で選ばれる。 

審査員は選挙権を有する者のなかから抽選で選ばれ

る。 

108 右段 

7-8 

（２）裁判員は選挙権を有する者（2022 年 4 月以降） 

のなかから抽選で選ばれ， 

（２）裁判員は選挙権を有する者のなかから抽選で選

ばれ， 

109 左上表 （添付別紙 8 参照） （添付別紙 8 参照） 

109 右段 

12-21 

ただし，裁判員や検察審査会の審査員は 20 歳未満の者

はなることができない。 
（→p.108） 

 また，2018 年に民法が改正されて，2022 年 4 月か

らは民法上の成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げら

れ（18 歳未満が「未成年者」となる），男女の婚
こん

姻
いん

開

始年齢も 18 歳となる。さらに，少年法も改正され，逆

送致の対象事件の拡大や，実名報道の解禁など，18，

19 歳の少年犯罪のあつかいが厳しくなる。 

そして，2022 年 4 月からは裁判員や検察審査会の審査

員は「選挙権を有する者」のなかから選ばれることに

なった。 
（→p.108） 

 また，2018 年に民法が改正されて，2022 年 4 月か

らは民法上の成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げら

れ（18 歳未満が「未成年者」となる），男女の婚
こん

姻
いん

開

始年齢も 18 歳となった。さらに，少年法も改正され，

逆送致の対象事件の拡大や，実名報道の解禁など，18，

19 歳の少年犯罪のあつかいが厳しくなった。 

121 下グラフ 

３  

（添付別紙 8 参照） （添付別紙 8 参照） 

126 下グラフ 

２  

（添付別紙 9 参照） （添付別紙 9 参照） 
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128 14-18 現在日本は，中央・地方あわせて 1212 兆円をこえる

政府債
さい

務
む

（公的債務残高）をかかえている。この額は

国民全員が一人あたり約 986 万円の借金をかかえてい 
                         ➓ 

る計算になる（2021 年度当初予算）。GDP が 560 兆 
円ほどだから，対 GDP 比は約 217％となり，先進国の

なかではとび抜けて高い数字である。 

現在日本は，中央・地方あわせて 1244 兆円をこえる

政府債
さい

務
む

（公的債務残高）をかかえている。この額は

国民全員が一人あたり約 996 万円の借金をかかえてい 
                         ➓ 

る計算になる（2022 年度当初予算）。GDP が 565 兆 
円ほどだから，対 GDP 比は約 220％となり，先進国の

なかではとび抜けて高い数字である。 

128 左下グラフ 

６  

（添付別紙 9 参照） （添付別紙 9 参照） 

128 右下グラフ 

７  

（添付別紙 10 参照） （添付別紙 10 参照） 

130 下図１  （添付別紙 11 参照） （添付別紙 11 参照） 

136 4-23 （添付別紙 12 参照） （添付別紙 12 参照） 

136 5 （添付別紙 12 参照） （添付別紙 12 参照） 

161 右グラフ 

４  

（添付別紙 13 参照） （添付別紙 13 参照） 

162 23 ゴルバチョフ 
M. Gorbachev（1931～） 
 

ゴルバチョフ 
M. Gorbachev（1931～2022） 

163 21-22 現在，中東やアフリカ地域などでは，「イスラム国（IS）」 
Islamic State 

と称する勢力の台
たい

頭
とう

などさまざまな政治勢力による紛 
（→p.187） 

争が続いている。 

2022 年には，ロシアがウクライナに軍事侵攻し，現在，

国際秩序は深刻な危機に瀕
ひん

している。 

169 下図 

４  

（添付別紙 13 参照） （添付別紙 13 参照） 

173 下図 

３  

（添付別紙 14 参照） （添付別紙 14 参照） 

175 右下地図 

４  

（添付別紙 15 参照） （添付別紙 15 参照） 

178 左下地図 

１  

（添付別紙 15 参照） （添付別紙 15 参照） 

182 下グラフ 

３  

（添付別紙 16 参照） （添付別紙 16 参照） 
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186 右囲み② 

見出し 

➋アフガニスタン紛争（1979～89 年）， 

アフガニスタン軍事行動（2001 年～） 

➋アフガニスタン紛争（1979～89 年）， 

アフガニスタン軍事行動（2001～21 年）  

186-187 上地図 （添付別紙 17 参照） （添付別紙 18 参照） 

187 右下囲み⑥ 

内 3-4 
「イスラム国（IS）」と称する勢力が台

たい

頭
とう

し， 
（→p.163） 

「イスラム国（IS）」と称する勢力が台
たい

頭
とう

し， 
（→p.163） 

198 右段 17-18 国民全員が一人あたり約 986 万円の借金を背負うとさ

れる 

国民全員が一人あたり約 996 万円の借金を背負うとさ

れる 

216 民法 

右段 1 

※第 4 条・第 731 条は，2022 年 4 月 1 日施行予定 ※第 4 条・第 731 条は，2022 年 4 月 1 日施行   

後見返 左中写真 

キャプション 

（添付別紙 19 参照） （添付別紙 19 参照） 

後見返  （添付別紙 20 参照） （添付別紙 20 参照） 

 



別紙　　　

原文

1

一人あたりGNI（米ドル）

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）
不明

調査年2019年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2020年10月末現在） 
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域

1

2

3

5

6

7
8

9
10

11

13

14
15

16

17
18

20

19

12

21

22
23

24
4

4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス

ニカラグア
コスタリカ

パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.4％ 17.0％ 7.9％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2020年6月現在）

（2019年）

（2019年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13203万Km2）

人口（76億7350万人）

1.9％
4.8％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（38か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア

●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ

●キューバ
ジャマイカ

ラテンアメリカ経済機構（26か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）

南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）が発足した。

オーストリア
ルクセンブルク

アイスランド

デンマーク
アイルランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

オランダ
イギリス

モナコ

バチカン市国
サンマリノ

ドイツ

イタリア

ポーランド

エストニア
ラトビア

リトアニア
ベラルーシ

ウクライナ
モルドバ

ジョージア

ロシア

フランス
リヒテンシュタイン

スペイン

ギリシャ

北マケドニア

セルビア
コソボ

モンテネグロ

マルタ
スロベニア

クロアチア
ボスニア・ヘルツェゴビナ

キプロス

ポルトガル
アンドラ

スイス

チェコ
スロバキア
ハンガリー

ルーマニア

トルコ

アルバニア

ブルガリア

ヨーロッパ拡大図

世界の国々とその結合
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一人あたりGNI（米ドル）

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）
不明

調査年2019年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2020年10月末現在） 
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域

1

2

3

5

6

7
8

9
10

11

13

14
15

16

17
18

20

19

12

21

22
23

24
4

4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス

ニカラグア
コスタリカ

パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.4％ 17.0％ 7.9％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2020年6月現在）

（2019年）

（2019年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13203万Km2）

人口（76億7350万人）

1.9％
4.8％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（38か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア

●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ

●キューバ
ジャマイカ

ラテンアメリカ経済機構（26か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）

南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）が発足した。

オーストリア
ルクセンブルク

アイスランド

デンマーク
アイルランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

オランダ
イギリス

モナコ

バチカン市国
サンマリノ

ドイツ

イタリア

ポーランド

エストニア
ラトビア

リトアニア
ベラルーシ

ウクライナ
モルドバ

ジョージア

ロシア

フランス
リヒテンシュタイン

スペイン

ギリシャ

北マケドニア

セルビア
コソボ

モンテネグロ

マルタ
スロベニア

クロアチア
ボスニア・ヘルツェゴビナ

キプロス

ポルトガル
アンドラ

スイス

チェコ
スロバキア
ハンガリー

ルーマニア

トルコ

アルバニア

ブルガリア
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別紙　　　

訂正文

2

2

一人あたりGNI（米ドル）

13206以上
（高所得国）

4256～13205
（中所得国・上位）

1086～4255
（中所得国・下位）

1085以下
（低所得国）
不明

調査年2021年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2022年8月末現在） 
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域

1

2

3

5

6

7
8

9
10

11

13

14
15

16

17
18

20

19

12

21

22
23

24
4

4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス

ニカラグア
コスタリカ

パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.3％ 17.5％ 7.7％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2022年8月現在）

（2018年）

（2021年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13454万Km2）

人口（78億3660万人）

1.8％
4.7％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（38か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア

●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ

●キューバ

ラテンアメリカ経済機構（25か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）

南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）が発足した。

オーストリア
ルクセンブルク

アイスランド

デンマーク
アイルランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

オランダ
イギリス

モナコ

バチカン市国
サンマリノ

ドイツ

イタリア

ポーランド

エストニア
ラトビア

リトアニア
ベラルーシ

ウクライナ
モルドバ

ジョージア

ロシア

フランス
リヒテンシュタイン

スペイン

ギリシャ

北マケドニア

セルビア
コソボ

モンテネグロ

マルタ
スロベニア

クロアチア
ボスニア・ヘルツェゴビナ

キプロス

ポルトガル
アンドラ

スイス

チェコ
スロバキア
ハンガリー

ルーマニア

トルコ

アルバニア

ブルガリア
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一人あたりGNI（米ドル）

13206以上
（高所得国）

4256～13205
（中所得国・上位）

1086～4255
（中所得国・下位）

1085以下
（低所得国）
不明

調査年2021年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2022年8月末現在） 
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域

1

2

3

5

6

7
8

9
10

11

13

14
15

16

17
18

20

19

12

21

22
23

24
4

4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア
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ポーランド
スロバキア
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セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス

ニカラグア
コスタリカ

パナマ
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南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.3％ 17.5％ 7.7％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2022年8月現在）

（2018年）

（2021年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13454万Km2）

人口（78億3660万人）

1.8％
4.7％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン
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ドイツ
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タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
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ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア

●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ

●キューバ

ラテンアメリカ経済機構（25か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）

南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
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ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）が発足した。
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ジョージア
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スペイン
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コソボ

モンテネグロ

マルタ
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クロアチア
ボスニア・ヘルツェゴビナ

キプロス

ポルトガル
アンドラ

スイス
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ヨーロッパ拡大図

世界の国々とその結合
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別紙　　　3

　13

熱帯林
消滅した熱帯林

砂漠
著しく荒廃
荒廃

熱帯林
の減少

砂漠化による
土地の荒廃の
程度

ラムサール条約　ラ
ムサール条約（1971年）
は，水鳥などの生

せい

息
そく

地
ち

として国際的に重要な
湿
しっ

地
ち

を指定し，湿地
の保全を促進するた
めの条約。2020年9
月現在締

てい

約
やく

国数171
か国，登録湿地2403
か所。日本では52か
所が登録されている。

ラムサール条約登録湿地
おもなナショナルトラスト

13

Q酸性雨などで立ち枯れた「シ
ュバルツバルト（黒い森）」（ドイ
ツ）

E大気汚染（中国）

E釧
くし

路
ろ

湿
しつ

原
げん

（北
ほっ

海
かい

道
どう

）

E尾
お

瀬
ぜ

（福
ふく

島
しま

・新
にい

潟
がた

・群
ぐん

馬
ま

県）

E藤
ふじ

前
まえ

干
ひ

潟
がた

（愛
あい

知
ち

県）

  日本の環境保全

E天
てん

神
じん

崎
ざき

（和
わ

歌
か

山
やま

県）　日本におけるナシ
ョナルトラスト運動のさきがけといわれ
ている。

E狭
さ

山
やま

丘
きゅう

陵
りょう

（埼
さい

玉
たま

県）  東京都と埼玉県
にまたがり，「トトロの森」として親し
まれている。

ナショナルトラスト運動　ナショナルトラス
ト運動は自然環境や歴史的建造物を守るた
めに市民が資金を出しあって買い取り，管理・
保存する運動のこと。1895年にイギリスで
始まり，アメリカやオーストラリアなどでも
同様の活動が行われている。
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Wチェルノブイリ原子力発電
所（旧ソ連） 　1986年4月，チェ
ルノブイリ原子力発電所（現
在のウクライナ）で原子炉の爆
発・火災事故が起こった。

Rスリーマイル島原子力発電所（ア
メリカ）　1979年3月，アメリカ・ペ
ンシルバニア州にあるスリーマイル
島原子力発電所で炉心破壊事故が
起こった。

泊（北海道電力）
大間（電源開発）1 東通（東京電力）1

東通（東北電力）1 12

志賀（北陸電力）
1 2

敦賀（日本原子力発電） 2

3

3

3

3

東海第二（日本原子力発電）

伊方（四国電力）

東海（日本原子力発電）大飯（関西電力）
美浜（関西電力）

つる　が

かしわ ざき　かり　わ

おお　い

み　はま

たか はま

せん だい

い　かた

4

4

2 3

3

2

福島第一（東京電力）

その他のおもな原子力関連施設

青森県むつ市
使用済み核燃料中間貯蔵施設

青森県六ケ所村
核燃料サイクル関連施設
  ・ 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理施設
  ・ 使用済み核燃料再処理施設
  ・ MOX燃料加工施設　など

茨城県東海村
核燃料サイクル関連施設
  ・ 使用済み核燃料再処理施設
  ・ MOX燃料加工施設　など

福井県敦賀市

高速増殖炉「もんじゅ」

3

1

31

1

1

1

2 4 5

4 5

福島第二（東京電力）
3

3

1

1

1

1

21 2

1 2

4

32 4

浜岡（中部電力）
1 2

3 4
玄海（九州電力）

島根（中国電力）

2

1

女川（東北電力）

2

川内（九州電力）1

1 5 6 7
柏崎刈羽（東京電力）

とまり

おお   ま

し か

おな がわ

あおもり

ろっ か  しょ

はい き ぶつ

とうかい

ふくい

ぞうしょく ろ

モックス

いばらき

ひがしどおり

1 2高浜（関西電力）

げん かい

はま おか

ふくしま

しま ね

（2047年廃炉予定）2

6

原子力発電所（数字は号機）
運転中
定期検査中
停止・廃止
　赤色は運転開始から
　40年以上のもの
建設中（一時中断含む）

（2021年7月現在）

異
常
な
事
象

尺
度

以
下

チェルノブイリ原子力
発電所事故（1986年）
福島第一原子力発
電所事故（2011年）

スリーマイル島事故
（1979年）

東海村臨界事故
（1999年）

ろうえい

りんかい

美浜発電所2号
機事故（1991年）
もんじゅナトリウム
漏洩（1995年）

事

　
故

レベル
7

レベル
6

レベル
5

レベル
4

レベル
3

レベル
2

レベル
1

レベル
0

深刻な事故
（シビアアクシデント）

大事故

施設外へのリスク
をともなう事故
施設外への大きなリス
クをともなわない事故

重大な異常事象

異常事象

逸脱

安全上重要でない事象

（注）IAEAなどが中心に策定した国際原子力事象評価尺度
　　（INES）および文部科学省資料をもとに作成。

Q原子力事故の国際評価尺度

  世界のエネルギー消費

原子力発電の動向

5000kg以上
2500～5000kg未満
1000～2500kg未満
500～1000kg未満
500kg未満
不明

一人あたりの
エネルギー消費量
（石油換算）［2014年］

石油
天然ガス

2000万 t～
5000万 t～
1億 t～

石油の貿易
［2019年］Qおもなエネルギー資源の

分布と消費量（BP統計ほか）

Qおもな国の一次エネル
ギー消費量（IEA資料）

中国
21.9％

インド  6.3%

140億 t
（石油換算）

その他 
42.8%

イギリス 
1.3%
フランス 
1.8%

日本 3.1%
ドイツ 2.2%

ロシア 5.2%

アメリカ
15.4％ 

［2017年］

Q日本の原子力発電所とおもな原子力関連施設　原子力発電所の運転期間
は原則として40年と定められている。原子力規制委員会の認可によって例外
的にさらに 20年まで延長できるが，老

ろう

朽
きゅう

化が懸
け

念
ねん

されている。
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リ）原子力発電所（旧ソ連）　1986年
4月，チェルノブイリ原子力発電所
（現在のウクライナ）で原子炉の爆
発・火災事故が起こった。

Rスリーマイル島原子力発電所（ア
メリカ）　1979年3月，アメリカ・ペ
ンシルバニア州にあるスリーマイル
島原子力発電所で炉心破壊事故が
起こった。
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　　（INES）および文部科学省資料をもとに作成。

Q原子力事故の国際評価尺度

  世界のエネルギー消費

原子力発電の動向

5000kg以上
2500～5000kg未満
1000～2500kg未満
500～1000kg未満
500kg未満
不明

一人あたりの
エネルギー消費量
（石油換算）［2014年］

石油
天然ガス

2000万 t～
5000万 t～
1億 t～

石油の貿易
［2019年］Qおもなエネルギー資源の

分布と消費量（BP統計ほか）

Qおもな国の一次エネル
ギー消費量（IEA資料）

中国
21.9％

インド  6.3%

140億 t
（石油換算）

その他 
42.8%

イギリス 
1.3%
フランス 
1.8%

日本 3.1%
ドイツ 2.2%

ロシア 5.2%

アメリカ
15.4％ 

［2017年］

Q日本の原子力発電所とおもな原子力関連施設　原子力発電所の運転期間
は原則として40年と定められている。原子力規制委員会の認可によって例外
的にさらに 20年まで延長できるが，老

ろう

朽
きゅう

化が懸
け

念
ねん

されている。
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3 日本の政治機構

国会と立法

三権分立
民主政治において政府は大きな役割を果たすが，

政治機構の一部が強い力をもち過ぎると，国民

の権利を不当に制限するおそれも

ある。そこで，近代国家では，そ

うした行き過ぎをおさえるための

さまざまなしくみがつくられてき

た。その一つが，いわゆる三権分

立
（→p.59）
であり，これは政府内のさまざ

まな機関，すなわち立法をになう

議会（国会），行政をになう内閣，

そして司法をになう裁判所が相互

に抑
よく

制
せい

しあうようにすることで

ある。日本国憲法もこの三権分立の原理を導入している
!

。

国会の役割と権限
日本の民主政治の中心をなすのが国会

"

であり，

国会は，法律をつくるという重要な機能をにな

う。国会は「国権の最高機関であつて，国の唯
ゆい

一
いつ

の立法機関である
1

」と

いう憲法の規定は，三権のなかでも，国会こそが中心であることをは

っきりと示している。こうした国会の地位の高さは，国会が主権者で

ある国民の意思を代表する機関であることに由来する。国会は衆議院，

参議院の二院からなっている（二院制）
#

。

　立法は国会の最も大切な権限であり，すべての法律は国会で議決さ

れなければならない。また，条約の締結には，国会の承認を必要とする。

1国会の地位（第41条）

　　国会が「国権の最高機関」と
されるのはなぜか，考えてみよ
う。

Q!日本国憲法における三権
分立のしくみ　数字は憲法の
条項。

Q"国会議事堂

立法権（41）

行政権（65） 司法権（76）

国民審査（79）
（最高裁裁判官）

選挙（15・47）

世論

内閣 裁判所

国会

国民

衆議院解散の決定
（7・69）
国会召集の決定（7）
国会に対する連帯責任
（66）

最高裁長官の
　指名（6 ②）
その他の裁判官
　の任命（79・80）

命令・規則・処分の
　違憲審査（81）
行政訴訟の終審
　裁判（76）

内閣の不信任決議（69）
内閣総理大臣の指名（6・67）

裁判官弾劾裁判所
　の設置（64）

違憲立法の審査
（81）
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公聴会

国　会衆　議　院

両　院　協　議　会事務局 法制局 本会議 本会議 法制局 事務局

裁判官訴追委員会 国立国会図書館裁判官弾劾裁判所

憲
法
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査
会

調
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会

特
別
委
員
会

政
　治
　倫
　理

審

　
査

　
会

常
任
委
員
会

公聴会

定数465（小選挙区289， 比例代表176）
任期4年， 解散あり

参　議　院
定数245（比例代表98， 選挙区147）
任期6年， 3年ごとに半数改選

※参議院の定数は2022年7月に248（比例代表100，選挙区148）になる。E#国会の組織
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定数465（小選挙区289， 比例代表176）
任期4年， 解散あり

参　議　院
定数248（比例代表100， 選挙区148）
任期6年， 3年ごとに半数改選
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3 日本の政治機構

国会と立法

三権分立
民主政治において政府は大きな役割を果たすが，

政治機構の一部が強い力をもち過ぎると，国民

の権利を不当に制限するおそれも

ある。そこで，近代国家では，そ

うした行き過ぎをおさえるための

さまざまなしくみがつくられてき

た。その一つが，いわゆる三権分

立
（→p.59）
であり，これは政府内のさまざ

まな機関，すなわち立法をになう

議会（国会），行政をになう内閣，

そして司法をになう裁判所が相互

に抑
よく

制
せい

しあうようにすることで

ある。日本国憲法もこの三権分立の原理を導入している
!

。

国会の役割と権限
日本の民主政治の中心をなすのが国会

"

であり，

国会は，法律をつくるという重要な機能をにな

う。国会は「国権の最高機関であつて，国の唯
ゆい

一
いつ

の立法機関である
1

」と

いう憲法の規定は，三権のなかでも，国会こそが中心であることをは

っきりと示している。こうした国会の地位の高さは，国会が主権者で

ある国民の意思を代表する機関であることに由来する。国会は衆議院，

参議院の二院からなっている（二院制）
#

。

　立法は国会の最も大切な権限であり，すべての法律は国会で議決さ

れなければならない。また，条約の締結には，国会の承認を必要とする。

1国会の地位（第41条）

　　国会が「国権の最高機関」と
されるのはなぜか，考えてみよ
う。

Q!日本国憲法における三権
分立のしくみ　数字は憲法の
条項。

Q"国会議事堂

立法権（41）

行政権（65） 司法権（76）

国民審査（79）
（最高裁裁判官）

選挙（15・47）

世論

内閣 裁判所

国会

国民

衆議院解散の決定
（7・69）
国会召集の決定（7）
国会に対する連帯責任
（66）

最高裁長官の
　指名（6 ②）
その他の裁判官
　の任命（79・80）

命令・規則・処分の
　違憲審査（81）
行政訴訟の終審
　裁判（76）

内閣の不信任決議（69）
内閣総理大臣の指名（6・67）

裁判官弾劾裁判所
　の設置（64）

違憲立法の審査
（81）
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任期4年， 解散あり

参　議　院
定数245（比例代表98， 選挙区147）
任期6年， 3年ごとに半数改選

※参議院の定数は2022年7月に248（比例代表100，選挙区148）になる。E#国会の組織
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沈
ちん

滞
たい

を示すものとして問題になっているが，その一方で，具体的政策

の是非を問う住民投票（レ
referendum
ファレンダム）が各地で行われている。

地方自治と国政
人々の日々の生活にとって，地方自治は最も身

近なものである。地域のかかえる問題はさまざ

まであり，過
か

疎
そ

で困っている地域もあれば，過密に悩まされている地

域もある。急速な高齢化や外国人との共生などの課題もある。中央政

府は地方公共団体に支援を行うが，住民の生活を守るためにそれぞれ

の創意工夫によって実際にシ
civil minimum
ビル・ミニマム（住民の最低限の生活水

準）を実現する仕事は地方公共団体が行う。

　地方公共団体は，かつて ｢三割自治
6

」とよばれるほど財源が乏しく，

中央からの地方交付税や国庫支出金など
#

に頼ってきた。首長たちは，

国会議員などをとおして中央官庁に陳
ちん

情
じょう

したり，重要なポストに中央

官庁から人材を受け入れたりするなど，中央とのパイプの維
い

持
じ

強化を

はかった。中央政府の縦割り体制のため，補助金などが利用しにくい

といった事情もあった。こうした財源問題に加え，中央政府が地方に

委
い

託
たく

する事務（機
き

関
かん

委
い

任
にん

事務）の多さが日本の中央集権体制の象
しょう

徴
ちょう

とさ

れてきた。

　しかし，1999年の地方分権一
いっ

括
かつ

法の成立により，機関委任事務は

廃止され，地方公共団体の事務は自治事務と法
ほう

定
てい

受
じゅ

託
たく

事務に整理され

た
7

。また，教育やまちづくりなどで自治体に一定の選択の自由が認め

られるようになった
8

。そして，効率的な地方行政を実現するために市

町村合併も進展した。さらに，補助金の削減，税源の地方への移
い

譲
じょう

，

地方交付税の見直しを内容とする「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

改革
（→p.135）

」が進められ，2007

年からは，国税である所得税の一部を削って，その分を住民税に移す

6地方公共団体の財源のうち，
地方税などの自主財源が歳入
の3割程度しかない状態を称し
ていう言葉。近年，その割合
が5割程度となるなど中央と地
方の関係にも変化がみられる。
7従来の機関委任事務が廃止
され，自治体の事務は自治体
が判断できる自治事務と国が
実施方法まで指示できる法定
受託事務の二つになった。自
治事務については国の権力的
関与は廃止されるが，法定受
託事務には，是

ぜ

正
せい

の指示，代
だい

執
しっ

行
こう

など国の統制がおよぶ。
8外国語教育特

とっ

区
く

（群
ぐん

馬
ま

県太
おお

田
た

市）など各地域の特性に応じて
規制が緩

かん

和
わ

される構造改革特
区（→p.135）も認定されている。

Q#地方財政の歳入と歳出
（総務省資料）

　　近年，国と地方公共団体の
関係はどのように改革されてき
たか，まとめてみよう。

地方譲与税 2.1
地方特例
交付金 0.4

単位（%）

地方税
42.6

自主
財源

地方
交付税

19.4

地方債
    12.5

国庫
支出金
 16.4

雑収入 4.9

［2021年度］

使用料･
手数料
1.7

歳入
総額

898 060
億円

歳出
総額

898 060
億円

一
般
財
源

給与
　関係
　　経費
　　　22.4

一般行政経費
45.5

 投資
的経費
 13.3

その他 5.7

公債費
13.1

特
定
財
源

主要公務員（副知事
・副市町村長など）

議会（2/3以上出席）にかけ, その3/4以
上の賛成があれば失職

1/3以上＊ 首長

＊有権者数が40万人（80万人）以上の場合は， 40万人（80万人）をこえる分については1/6（1/8）以上

議員・首長 1/3以上＊ 選挙管理
委員会

議会の解散請求 1/3以上＊ 選挙管理
委員会

事務監査請求 1/50以上 監査委員

住民投票の結果, 過半数の賛成があ
れば失職

住民投票の結果, 過半数の賛成があ
れば解散

監査の結果を公表し， 議会や首長に報告

事項 必要署名数 請求先 取り扱い

条例の制定・改廃の請求 首長が20日以内に議会にかけ, 結果
を公表

（有権者の）
1/50以上

首長

解
職
請
求

W$直接請求の方法
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地方譲与税 2.9
地方特例
交付金 0.3

単位（%）

地方税
45.5

自主
財源

地方
交付税

19.9

地方債
       8.4

国庫
支出金
 16.4

雑収入 4.9

［2022年度］

使用料･
手数料
1.7

歳入
総額

905 918
億円

歳出
総額

905 918
億円

一
般
財
源

給与
　関係
　　経費
　　　22.0

一般行政経費
45.8

 投資
的経費
13.2

その他 6.4

公債費
12.6

特
定
財
源
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4 現代政治の特質と課題

選挙のしくみと課題

民主政治と選挙
国民の考え方を政治的な決定のなかに反映する

ためにはさまざまな方法があるが，なかでも最

も重要なのが選挙である。そして，選挙によって選ばれた代表者たち

が政治的決定を行うのが，間接民主制
（→p.59）

である。近代選挙は，成年に達

すればだれでも一票をもつ普通選挙，一票の価値が平等な平等選挙，

だれに投票したかを秘密にできる秘密投票，有権者が自分で直接投票

できる直接選挙，という四つを原則としている。

　選挙制度には，候補者個人に投票するものと政党に投票するものと

の二つがある。前者には，一つの選挙区から一人の議員を選出する小

選挙区制
（→p.98）

と，二人以上の議員を選出する大選挙区制とがある。このう

ち，小選挙区制は多数派が多くの議席を獲得するしくみであり，政権

の選択を行うのに適した制度であるが，少数派の票は死
し

票
ひょう

となりがち

である。これに対して各政党の得
とく

票
ひょう

に応じて議席を配分する比例代表

制
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は，少数意見が反映される一方，小党分立と政権の不安定を結果と
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。
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度
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5.50%
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83.63%
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定数

投票の
しかた

選挙区の数

選挙の種類

被選挙権

当選者

各選挙区で得票数の
１位の者が当選（有
効投票数の6分の1
以上の得票が必要）

各ブロックごとに，ドン
ト式で各党に議席を
配分し，各党の順位
の上位者から当選

各選挙区ごとに得
票数の上位者から
定数が当選
＊鳥取県と島根県，
   徳島県と高知県は合区

政党票と個人票の合
計でドント式により議
席を配分し，特定枠は
名簿順，他は個人票
の多い順に当選

※参議院の定数は2022年7月に選挙区148・比例代表100（計248）になる。
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5

10

15

20

とづいて行われる。選挙が正しく行われるように実際に事務を担当す

るのは選挙管理委員会である。

選挙制度をめぐる
諸課題

日本の選挙はさまざまな課題をかかえている。

まず，国政でも地方選挙でも，投票
（→p.98）
率
#

が低いこ

とがあげられる。投票率が極端に低くなると，特定の人々の政治的な

影響力が大きくなりすぎ，広く有権者の意思が政治に反映されなくな

ってしまう。2015年に選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた
!

ことも

あり，若い層を中心に，投票率をいかに高めるかが課題となっている
（→p.98）

。

　投票権の平等という原則からすれば，選挙区ごとの有権者の数と議

員定数
$

との均
きん

衡
こう

が必要であるが，日本では国会が改革に必ずしも積極

的でないことなどから，「一票の格差」が著しく大きいままとなってい

る
4

。裁判所からは違憲判決や違憲状態とする判決が何度も出されてお

り，立法府の対応が求められる。

　選挙違反を減らすため，連
れん

座
ざ

制
5

が導入され，選挙運動の責任者や候

補者の親族・秘書などが公職選挙法違反で有罪となった場合には，候

補者の当選は無効となるなど厳しい制
せい

裁
さい

が科
か

せられることになって

いるが，それでも選挙違反が根絶されたわけではない。

　時代の変化とともに，選挙制度もさまざまな対応を迫
せま

られている。

インターネットによる選挙運動は解禁されたが，戸
こ

別
べつ

訪問や電子投票

の是非などについて議論が続いている。他方，グローバル化のなかで

海外に居住する日本人が増えていることから，近年，在
ざい

外
がい

邦
ほう

人
じん

の投票

を可能にする形で公職選挙法が改正された
6

。

42019年の参議院選挙では最
大3.00倍，2021年の衆議院選挙
では2.08倍であった。

5選挙運動の総括責任者や出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪
を犯

おか

し刑が確定した場合，候
補者が関

かん

知
ち

していなくても当
選は無効となる。 
6国外に居住する日本人に，
衆議院，参議院の選挙権が保
障された。また，指定船

せん

舶
ぱく

に
乗船する船員はファクシミリ
で投票できるようになった。

Q%国政選挙の議席数の内訳

Q$衆議院議員選挙の議員定数　小選挙区の区割りや比例代表の定数は，
国勢調査で調べた人口をもとに，原則10年ごとに見直される。2022年以降の
見直しでは，人口比がより反映される「アダムズ方式」が導入される。

Q#国政選挙における投票率
の推移（総務省資料）

「一票の格差」はなぜ問題
なのか，考えてみよう。
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　　小選挙区比例代表並立制の
導入は日本の政治にどのような
影響をもたらしたか，調べてみ
よう。
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社会生活と法

家族と法
法はわたしたちの生活にどうかかわるのか

!

。家

族は親密な関係にある人々のつながりであるが，

そのなかにも法はおよぶ
1

。親は子どもを育てる義務（扶
ふ

養
よう

義務）を負い，

そのかわりに子どもを保護し，教育し，その財産を管理する権利（親
しん

権
けん

）
2

をもつ。子どもへの保護を怠
おこた

れば，親は罪に問われることもある。

　結婚により新たな家族ができると，夫婦は同居し，たがいに扶養し，

協力しあわなければならないと法で定められている。子どもの出
しゅっ

生
しょう

，

結婚や離
り

婚
こん

などは，届け出によって法的に認められる。死んだ人が残

した財産は，親族などの相続人によって分けられる（相
そう

続
ぞく

）。家族間に

争いが生じた時は，家庭裁判所で当事者間の調停が行われたり，審判，

裁判が行われたりする。法律上の夫婦の間に生まれた子（嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

）以外

の子どもは非
ひ

嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

（婚外子）とされ，相続の際に嫡出子より不利な扱

いを受けたが，2013年の民法改正で両者は平等となった
（→p.87）

。

　障がいや加齢により，法的な判断をする能力が不十分となった人に

対しては，本人が契約などをするのを助けたり，本人にかわって行っ

たりする成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制度
3

がある。

契約と法
わたしたちは，社会で暮らしていくうえでさま

ざまな法的関係をもつことになる｡ 物を売り買

いしたり，金
かね

を貸し借りしたり，会社に就職したりする際に交わされ

る約束を契約
（→p.105）

とよぶ。契約などをめぐる紛争を解決することも，法の

大切な働きである。

1民法は第4編で，婚
こん

姻
いん

，親子，
扶養など，親族について規定し，
第5編では相続について規定し
ている。この第4編と第5編を
あわせて家族法とよぶ。
2親が未成年者に対してもつ，
保育，監

かん

護
ご

，教育，財産管理
などの権限をいう。古くは親
の子に対する支配権とする見
方もあったが，近年は子に対
する保護の観点や，子を人権
の主体とする観点から，親の
権利であると同時に義務であ
るとされるようになっている。
3財産管理，身

しん

上
じょう

監
かん

護
ご

（生活や
療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

など）のための契約が
困難な者に対し，本人の行為
の代理または行為を補助する
者を選

せん

任
にん

する制度。親族など
による家庭裁判所への申し立
てで法定後見人を選任する法
定後見と，本人の判断能力が
あるうちに自分で後見人を決
めて委

い

任
にん

契約を結ぶ任意後見
がある。

　　家族生活のなかに法はどの
ように関わっているか，具体的
に考えてみよう。

　　「所有権絶対の原則」や「契
約自由の原則」が制約される事
例について調べ，それらが制約
される理由を考えてみよう。

E!人の一生と法律

選
挙
権

しょ ばつ

出生
出生届を出さなければ
ならない

（戸籍法第49条）

6歳
義務教育の開始

（教育基本法第5条， 
学校教育法第17条） ＊2022年4月以降

親権
子の監護・教育の
義務が発生する

（民法第820条）

65歳
老齢年金支給が適用になる

（国民年金法第26条ほか）

14歳
罪を犯すと刑法上
処罰される対象となる

（刑法第41条）

18歳
選挙権をもつ

（公職選挙法第9条）
成年になる年齢＊

（民法第4条）
結婚できる年齢＊

（民法第731条）

25歳（衆議院議員）
30歳（参議院議員）
被選挙権者になれる

（公職選挙法第10条）

死亡
死亡届を出さなければ
ならない

（戸籍法第86条）

かん ご
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権
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出生
出生届を出さなければ
ならない

（戸籍法第49条）

6歳
義務教育の開始

（教育基本法第5条， 
学校教育法第17条）

親権
子の監護・教育の
義務が発生する

（民法第820条）

65歳
老齢年金支給が適用になる

（国民年金法第26条ほか）

14歳
罪を犯すと刑法上
処罰される対象となる

（刑法第41条）

18歳
選挙権をもつ

（公職選挙法第9条）
成年になる年齢

（民法第4条）
結婚できる年齢

（民法第731条）

25歳（衆議院議員）
30歳（参議院議員）
被選挙権者になれる

（公職選挙法第10条）

死亡
死亡届を出さなければ
ならない

（戸籍法第86条）

かん ご
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未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。そして，2022年4月か

らは裁判員や検察審査会の審査員は「選挙権を有

する者」のなかから選ばれることになった
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となった。さらに，少年法

も改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報

道の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが

厳しくなった。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，これからもその是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）
Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊1 18歳＊1 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳 20歳 18歳18歳
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊1

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊218歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊2ただしビールなどは 16歳といった例外がある

特設ページ_105-109CS6.indd   109 22/09/13   17:49

第4章　現代の経済と国民福祉　121

5
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15

20

から蓄積された個人・企業・国の建物，機械，土

地などの実物資産と対外純資産
2

のある時点での蓄

積量は国
こく

富
ふ

（ス
stock
トック）とよばれ，豊かさを測る重

要な指標である。一方，GDPや国富だけでは測

れない国民の豊かさを測る指標として，国民純福

祉
net national welfare
（NNW

3

）やグリーンGDP
4

などがある。

経済成長
経済成長は，GDPやGNP

の増加率（経済成長率）で測

ることができる。ただし，実際の生産はあまり増

加しないのに物価上昇によって名
めい

目
もく

の増加率（名

目経済成長率）が大きくなることもあるから，経

済の実情に即した成長率を出すためには，名目経

済成長率から物価変動の影響を取り除く必要があ

る。こうして計算された成長率が実質経済成長率
#

である。経済成長率は，生産設備の増加，働く人

口の増加，生産性の向上などによって上昇する。

景気変動と物価
経済には好景気と不景気が交互に起こる景気変

動
"

がみられる。景気変動は好況，後退（急激な

後退は恐
きょう

慌
こう

とよばれる），不況，回復の四つの局面が周期をなす。

　物価とは，さまざまな商品の価格を平均的にとらえたものであり，

物価の変動も景気変動と深いかかわりをもっている。物価が持続的に

上昇する状態をイ
inflation
ンフレーションという

5

。逆に物価が持続的に下
げ

落
らく

す

る現象をデ
deflation
フレーションという。いっぱんに好況期には物価は上昇し，

不況期には下落する。

E"フランス△△△△（△）と
そのとびら△（△）　△△△の
△を△り，△△の△を△らす
という△△の△。

Q"景気変動

R#日本の経済成長の推移　
（国民経済計算ほか）

2政府がもつ外貨準備や対外
直接投資などの対外資産から
外国への負

ふ

債
さい

残高を引いたも
の。
3国民の生活の豊かさ（福祉水
準）を測るために，家事にかけ
る労力やレジャーにあてる時
間，環境汚染による影響など
を考慮して算出される指標。
4自然環境を資源としてとら
え，環境破壊などによってそ
れが失われた分を費用として
計算し，求められる指標。

5インフレーションになると，
貨幣の購

こう

買
ばい

力
りょく

が低下し預金な
どの実質的な価値が目

め

減
べ

りす
るが，住宅ローンなど資金を
借りている人にとっては返済
負担が軽くなる。

山

谷

周期

生産過剰
か  じょう

投資の低下
消費の減少

時間の経過

経済成長

不況

好況

好況

後退

回復
（恐慌）

 投資の増大
消費の増大

　景気変動とは好況，後退（急激な後退は恐慌と
よばれる），不況，回復の四つの局面が周期をな
して，好景気と不景気が交互に起こる現象のこと
である。景気変動は，景気循環ともいわれる。景
気循環には，周期が50～60年の長期的なものか
ら，周期が3～4年の短期的なものまで，いくつか
の種類があり，その原因もさまざまである。その
周期の発見者の名前から，3～4年のキチンの波
（在庫投資循環），10年前後のジュグラーの波（設
備投資循環），20年前後のクズネッツの波（建築循
環），50～60年のコンドラチェフの波（技術革新に
よる循環）などに類別される。
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未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。ただし，裁判員や検察

審査会の審査員は20歳未満の者はなることができ

ない
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。さらに，少年法も

改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報道

の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが厳

しくなる。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，これからもその是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳＊1 20歳 18歳18歳＊1
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月以降
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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　公債による収入を除く歳
さい

入
にゅう

と歳
さい

出
しゅつ

の差は財政収支とよばれ，歳出が

歳入を上
うわ

回ると財政収支は赤字（財政赤字）になる。財政収支が赤字に

なると政府は国債（地方政府の場合には地方債，両者をあわせて公債

という）を発行し，国民などからの借金によって税収の不足分を補わ

なければならない。国債には発行目的によって，公共事業を行うため

の建設国債，公共事業費等以外の歳出の財源不足を補うための特例国

債（赤字国債
8

），既
き

存
そん

の国債を返済するための借
かり

換
かえ

国債
9

などがある。

財政問題と
財政危機

景気が悪くなると財政収支は赤字になる傾向が

ある。1970年代の石油危機
（→p.131）

の際には，景気対

策のための財政支出が増大し，深刻な事態を招いた。1975年度には

35％もの歳入不足が生じたために，政府は赤字国債を発行せざるをえ

なくなった。1980年代後半には税収が増えて，一時赤字国債を発行

せずに済んだが，バブル崩壊後は発行額が増えていった。

　現在日本は，中央・地方あわせて1212兆円をこえる政府債
さい

務
む

（公的債

務残高）をかかえている。この額は国民全員が一人あたり約986万円の

借金をかかえている計算になる（2021年度当初予算
0

）。GDPが560兆円ほ

どだから，対GDP比は約217％となり，先進国のなかではとび抜けて高

い数字である。また，基礎的財政収支（プライマリー・バランス
-

）の大幅

な赤字も問題となっている。借金が累
るい

積
せき

すれば，借金返済を最優先し

なければならないため，社会保障や教育など行政サービスへの支出に

回す資金が減り，財政の正常な働きをそこねる財政の硬
こう

直
ちょく

化
か

が起こる。

さらに，借金を返済するために新たな借金をするという事態におちい

りかねない。現在の日本は，かつてないほどの財政危機の状態にある
=

。

Q&国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報ほか） Q'国債残高と対GDP比率（財政金融統計月報ほか）
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特例国債
その他（建設国債など）

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。
9満期をむかえた国債を償

しょう

還
かん

（債務返済）する財源捻
ねん

出
しゅつ

のた
めに発行される国債のこと。

0会計年度が始まる前に作成
される通常の予算を当初予算
という。これに対して，当初予
算成立後の状況の変化に対応
するために会計年度の途中で
たてられる予算を補正予算と
いう。
-国債発行による収入を除い
た税収などの歳入と，国債の
元利払いを除いた歳出の差。
=2012年には，増大する社会
保障の財源を消費税でまかな
い，社会保障の充実と財政健
全化の両立をはかる「社会保障
と税の一体改革」に関する法律
が制定された。

　　日本の財政状況を諸外国と
比較し，その問題点を考えてみ
よう。
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政府の役割と財政

政府の経済的役割
政府（中央政府・地方政府）は家計や企業などか

ら収入を得てさまざまな行政サービスを提供す

るために支出している。政府は公共目的のために財政活動を行うが，

その機能はつぎの三つに大
たい

別
べつ

される。

　第一の機能は資源配分の調整である。市場経済では公共
（→p.118）
財が私的財

に比べて相対的に不足しがちであり，この供給不足を政府は是
ぜ

正
せい

しよ

うとする。第二の機能は所得の再分配である。政府は所得税などに累
るい

進
しん

課税
1

制
（→p.129）

度を適用したり，低所得者層のための支出を行ったりして，

所得格差を小さくしようとする。第三の機能は景気の安定化である。

市場経済では景気の変動が避けられないが，変動の幅
はば

が大きいと国民

生活に大きな影響がおよぶので，政府は景気変動
（→p.121）

の波をできるだけな

だらかにしようとする。

　景気安定化の手段の一つが財政活動を利用した財政政策（もう一つ

は金融政策
（→p.124）

）である
2

。たとえば不景気の際，政府は減税（歳
さい

入
にゅう

の活動）

や政府支出の増加（歳
さい

出
しゅつ

の活動）などによって，民間部門の需要を喚
かん

起
き

し，積極的・意図的に景気の回復をはかろうとする（裁
さい

量
りょう

的財政政策，

フ
fiscal policy
ィスカル・ポリシー）。また，累進課税制度や失業給付などの制度

には景気を調整する働きが内在しているので，ビ
built-in stabilizer
ルト・イン・スタビ

ライザー（自動安定化装置）
3

とよばれている。

財政制度
政府の収入と支出はそれぞれ歳

さい

入
にゅう

，歳
さい

出
しゅつ

とよば

れ
"

，政府が行う歳入と歳出の活動が財政
#

である
4

。

1高所得者には高い税率を課
し，低所得者には低い税率を
適用する課税のしくみ。
2今日では，景気，物価，国
際収支（→p.169）の同時安定な
どをめざして，金融政策と財
政政策が一体となったポリシ
ー・ミックスがとられるように
なった。
3好況時には累進課税制度に
より税収が増加し，雇

こ

用
よう

保険
などの支出は減少する。また，
不況時にはこの逆になり，景
気変動を自動的に安定させる。
4憲法第83条は，「国の財政を
処理する権限は，国会の議決
に基

もとづ

いて，これを行使しなけ
ればならない」として財政処理
の基本原則を定めている（財政
民主主義）。

　　政府が行う経済活動の目的
は何か，そのためにどのような
手段がとられているのか，まと
めてみよう。

Q!予算委員会のようす　予
算案は予算委員会で審議され
たのち，本会議に付

ふ

される。
写真は，衆議院予算委員会で
予算案を賛成多数で可決する
ところ。

W"日本の歳入と歳出（一般
会計）（財政金融統計月報ほか）
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　公債による収入を除く歳
さい

入
にゅう

と歳
さい

出
しゅつ

の差は財政収支とよばれ，歳出が

歳入を上
うわ

回ると財政収支は赤字（財政赤字）になる。財政収支が赤字に

なると政府は国債（地方政府の場合には地方債，両者をあわせて公債

という）を発行し，国民などからの借金によって税収の不足分を補わ

なければならない。国債には発行目的によって，公共事業を行うため

の建設国債，公共事業費等以外の歳出の財源不足を補うための特例国

債（赤字国債
8

），既
き

存
そん

の国債を返済するための借
かり

換
かえ

国債
9

などがある。

財政問題と
財政危機

景気が悪くなると財政収支は赤字になる傾向が

ある。1970年代の石油危機
（→p.131）

の際には，景気対

策のための財政支出が増大し，深刻な事態を招いた。1975年度には

35％もの歳入不足が生じたために，政府は赤字国債を発行せざるをえ

なくなった。1980年代後半には税収が増えて，一時赤字国債を発行

せずに済んだが，バブル崩壊後は発行額が増えていった。

　現在日本は，中央・地方あわせて1212兆円をこえる政府債
さい

務
む

（公的債

務残高）をかかえている。この額は国民全員が一人あたり約986万円の

借金をかかえている計算になる（2021年度当初予算
0

）。GDPが560兆円ほ

どだから，対GDP比は約217％となり，先進国のなかではとび抜けて高

い数字である。また，基礎的財政収支（プライマリー・バランス
-

）の大幅

な赤字も問題となっている。借金が累
るい

積
せき

すれば，借金返済を最優先し

なければならないため，社会保障や教育など行政サービスへの支出に

回す資金が減り，財政の正常な働きをそこねる財政の硬
こう

直
ちょく

化
か

が起こる。

さらに，借金を返済するために新たな借金をするという事態におちい

りかねない。現在の日本は，かつてないほどの財政危機の状態にある
=

。

Q&国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報ほか） Q'国債残高と対GDP比率（財政金融統計月報ほか）

国債依存度

＊2020年度は補正後予算，
　2021年度は当初予算
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＊2020年度は補正後予算，
　2021年度は当初予算

特例国債
その他（建設国債など）

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。
9満期をむかえた国債を償

しょう

還
かん

（債務返済）する財源捻
ねん

出
しゅつ

のた
めに発行される国債のこと。

0会計年度が始まる前に作成
される通常の予算を当初予算
という。これに対して，当初予
算成立後の状況の変化に対応
するために会計年度の途中で
たてられる予算を補正予算と
いう。
-国債発行による収入を除い
た税収などの歳入と，国債の
元利払いを除いた歳出の差。
=2012年には，増大する社会
保障の財源を消費税でまかな
い，社会保障の充実と財政健
全化の両立をはかる「社会保障
と税の一体改革」に関する法律
が制定された。

　　日本の財政状況を諸外国と
比較し，その問題点を考えてみ
よう。
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2 変化する日本経済

戦後復興と高度経済成長

E!日本経済の歩み（内閣府
資料ほか）

経済の自立化
日本は戦争によって多くの生産資源を失い，終

戦翌年の鉱工業生産は戦前
（1934〜35年平均）

の3割程度までに落

ちこんだ。生産基盤を立て直すために，限られた資金と資源を鉄
てっ

鋼
こう

や

石炭などの基幹産業に重点的にそそぎこむ，いわゆる傾
けい

斜
しゃ

生産方式が

採用され，重点産業に資金を供給するために，復興金融金庫が設立さ

れた。経済の復興をはかるとともに経済の民主化が進められ，連合国

軍総司令部（G
General Headquarters

HQ）のもとで，財
ざい

閥
ばつ

解体，農地改革
1

，労働組合の育成
2

などの諸改革が断行された。しかし物不足は解消されず，しかも通貨

量が増大したことから，激しいインフレーション
（→p.121）

が進行した。

　インフレーションをおさえ歳
さい

入
にゅう

と歳
さい

出
しゅつ

を均
きん

衡
こう

させるために，GHQ

は経済安定9原則
3

を指令し，この原則を具体化するために，いわゆる

ドッジ・ライン
4

を策定させた。また9原則を財政面から支えるために

税制改革が行われ，シャウプ勧
かん

告
こく

に
5

もとづいて，直接税
（→p.127）

を中心とする

税制がとられることになった。しかしこれら一連の安定化政策は緊
きん

縮
しゅく

財政を基調とするものであったため，インフレーションは抑
よく

制
せい

された

ものの，不況が深化し，中小企業の倒
とう

産
さん

があいついだ。

　一進一退をくり返していた日本経済は朝
ちょう

鮮
せん

戦
1950〜53年
争を機に一変した。戦

争が始まるとアメリカ軍による多額の特
とく

需
じゅ

が
6

生まれ，日本経済はにわ

かに活気づいた（特需ブーム）。そして戦後しばらくすると，日本経済

は鉱工業生産，農林水産業生産，国民総生産（GNP
（→p.120）

）などさまざまな

指標で，戦前の水準を回復することになった。

1不在地
じ

主
ぬし

などの土地を政府
が買い取って小

こ

作
さく

人
にん

に安く売
り渡した結果，大量の自作農
が誕生して，封

ほう

建
けん

的な地主制
度は崩

ほう

壊
かい

した。
2労働組合法をはじめとする
法律がつくられ，労働関係の
民主化をうながすことで，労
働者の地位の向上をはかった。
3均衡予算，賃金安定，物価
統制など9項目の実施を日本政
府に求めた。
4GHQの経済顧

こ

問
もん

ドッジの勧
告によって実施された日本経
済の「安定と自立」のための政
策で，財政の健全化と1ドル＝
360円という単一為

か わ せ

替レートの
設定がその中心であった。
5アメリカのシャウプを団長
とする税制調査団の勧告。間
接税から直接税中心の税制に
改めることを勧告した。
6アメリカ軍の物資調達によ
る特需は，重工業品から運輸・
通信サービス，のちには兵器
にまでおよび，1953年には特
需収入が外貨収入総額の約4割
を占めるにいたった。

　　高度経済成長はどのような
条件のもとで可能になったのか，
調べてみよう。
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日本経済の
現状と課題

サブプライムローン問題
9

に端
たん

を発
はっ

した世
2008年
界金

融危機
（→p.177）

の余波は日本にもおよび，株価の暴落に

よって，金融機関や一般投資家は大きな損失をこうむった。実体経済

への影響も大きく，急激な円高は自動車やエレクトロニクスなどの輸

出産業に大きな打撃を与えた。これらの産業を中心に派
は

遣
けん

労働者
（→p.144）

の

「派遣切
ぎ

り
0

」が起こり，深刻な社会問題となった。また，2011年の東日

本大震災と原子力発電所の事故
（→p.16）

により，日本経済は大きな打撃を受けた。

　2012年に成立した第
2012〜20年
二次安倍内閣はデフレ克服と経済成長をめざし

た政策をかかげ，日本銀行は大幅な金融緩和を行った
-

。その結果，円

高は円
えん

安
やす

に転じたが，輸出はそれほど増えず，むしろ消
2014年・2019年（→p.127）
費増税による

負担が国民に重くのしかかった。一方，国際的にはFTAやEPA
（→p.175）

の流

れが加速し，環
2018年
太平洋経済連

れん

携
けい

協定（TPP
Trans-Pacific Partnership

11協
（→p.179）
定
=

）や日
2019年
・EU経済連携

協定（日欧EPA）が発効し，また，日
2020年発効
米貿易協定も結ばれた。

　2020年には，新
COVID-19
型コロナウイルス

（→p.189）
感
かん
染
せん
症
しょう
のパンデミック（世界的大流

行）が発生し，大きな人的被害と経済的損失をもたらしている。日本で

は，「緊急事態宣言」が発令されて社会経済活動に大きな制約が生じて，

感染予防のための「新しい生活様式」が模索されることになった。

　いま日本経済は国の内外でさまざまな問題に直面している。コロナ

禍
か

により内外の経済活動は大きく縮小し，ロシアによるウクライナ侵

攻は世界的規模での食料・エネルギー不足を招いた。また，日米の金

融政策の違いは金利差の拡大となって表れ，大幅な円安と国内物価水

準の上昇を引き起こした。いま日本では，「ポスト・コロナ時代」をみ

すえた社会経済活動の再構築が緊急の課題となっている。

9サブプライムローンは，プ
ライム（最良）ではない，信用
度の低い借り手に対する住宅
ローンである。貸し出しの審
査基準がゆるいかわりに，金
利が高く，不良債権化しやすい。
0派遣労働者など非正規雇用
者を対象に，不況で経営難に
なった企業が人員削減を行う
ことをいう。職場の寮

りょう

で暮らし
ていた派遣労働者が，住む場
所を失うなどの問題が生じた。

-2013年，日本銀行は前年比2
％というインフレ率の目標（イ
ンフレ・ターゲット）を設定し，
それに向けて「量的・質的金融
緩和」という大幅な金融緩和策
を新たに導入した（→p.125）。
=2016年に調印されたTPP協
定はアメリカの離脱（2017年）に
より一部の項目が凍

とう

結
けつ

されて，
2018年に「環太平洋パートナー
シップに関する包

ほう

括
かつ

的及
およ

び先
進的な協定」として発効した。

Q'非正規雇用者数と正規雇用者数の推移（労働力調査） Q(各国の一人あたりGDPの推移（国連統計局資料）

グローバル化のなかでど
のように産業の保護と育成をは
かったらよいか，考えてみよう。
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界金
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（→p.177）

の余波は日本にもおよび，株価の暴落に

よって，金融機関や一般投資家は大きな損失をこうむった。実体経済

への影響も大きく，円の急激な高
こう

騰
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は自動車やエレクトロニクスなど

の輸出産業に大きな打撃を与えた。これらの産業を中心に派
は

遣
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労働者
（→p.149）

のいわゆる「派遣切
ぎ

り
0

」が起こり，深刻な社会問題となった。また，

2011年の東日本大震災と，それにともなう原子力発電所の事故
（→p.16）

により，

日本経済は大きな打撃を受けた。

　2012年に成立した第
2012〜20年
二次安倍内閣はデフレ克服と経済成長をめざし

た政策をかかげ，日本銀行は大幅な金融緩和を行った
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。その結果，円
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安
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2014年・2019年（→p.127）
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2020年発効
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　2020年には，新
COVID-19
型コロナウイルス
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感
かん
染
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症
しょう
のパンデミック（世界的大流
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染予防のための「新しい生活様式」が模索されることになった。

　いま日本経済は国の内外でさまざまな問題に直面している。コロナ

禍
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により内外の経済活動は大きく縮小し，世界恐慌
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以来ともいえる経

済危機におちいっている。こうしたなか，「ポスト・コロナ時代」をみ

すえた社会経済活動の具体的な指針の構築が緊急の課題となっている。

9サブプライムローンは，プ
ライム（最良）ではない，信用
度の低い借り手に対する住宅
ローンである。貸し出しの審
査基準がゆるいかわりに，金
利が高く，不良債権化しやすい。
0派遣労働者など非正規雇用
者を対象に，不況で経営難に
なった企業が人員削減を行う
ことをいう。職場の寮

りょう

で暮らし
ていた派遣労働者が，住む場
所を失うなどの問題が生じた。

-2013年，日本銀行は前年比2
％というインフレ率の目標（イ
ンフレ・ターゲット）を設定し，
それに向けて「量的・質的金融
緩和」という大幅な金融緩和策
を新たに導入した（→p.125）。
=2016年に調印されたTPP協
定はアメリカの離脱（2017年）に
より一部の項目が凍

とう

結
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されて，
2018年に「環太平洋パートナー
シップに関する包

ほう

括
かつ

的及
およ

び先
進的な協定」として発効した。

Q'非正規雇用者数と正規雇用者数の推移（労働力調査） Q(各国の一人あたりGDPの推移（国連統計局資料）

グローバル化のなかでど
のように産業の保護と育成をは
かったらよいか，考えてみよう。
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アメリカ
22.0％

中国
15.3％

日本
8.0％

イギリス 4.4％
ドイツ 6.1％

ロシア 
1.9％
フランス
4.3％

その他
38.0％

［2022年通常予算］

総額
29.3
億ドル
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第5章　国際社会と人類の課題　161

5

10

15

20

25

が，法によって制度化されていた。国連でのたびかさなる制
せい

裁
さい

決議や

国内闘争をへて，1991年にアパルトヘイト廃止が宣言され，1994年に

は公平な選挙で黒人のマ
N.Mandela（1918〜2013）
ンデラが大統領に選出された。

　1993年には，世界人権宣言45周年を記念して世界人権会議が開催さ

れ，女性，子ども
#

，少数民族，先住民族，移住労働者などの権利保護

を強化する「ウィーン宣言」が採択された。また，1998年には国際刑事

裁
International Criminal Court
判所（ICC）

4

を設立するための条約が採択され，2002年に発効した。

これによって，ジ
genocide
ェノサイド（集団虐

ぎゃく

殺
さつ

），人道に対する罪，戦争犯罪，

侵略の罪などにかかわった個人を訴
そ

追
つい

できるようになった。こうした

条約を批
ひ

准
じゅん

した国は，政府が率先して権利を保障する義務を負っている。

　国連における「人権の主流化」の流れのなか，2006年には，それま

で経済社会理事会の機能委員会であった国連人権委員会を改
かい

組
そ

発展さ

せて，総会のもとに常設の補助機関として国連人権理事会（UNHRC
UN Human Rights Council

）

を発足させた。今後さらに，国際社会での人権状況の改善をはかる取

り組みが期待されている。

国際連合の課題
国連の予算は，通常経費とPKO

（→p.159）
のための平和

維持活動経費に分けられる。これらは加盟国の

分
ぶん

担
たん

金
きん

に
$

依
い

拠
きょ

しており，各国の経済力に応じて分担金の比率はくり返

し見直されている。また，国連の個々の機関には，加盟国から自発的

拠
きょ

出
しゅつ

金
きん

が提供されている。しかし，組織の肥大化や分担金の滞
たい

納
のう

など

のために恒
こう

常
じょう

的
てき

な財政難がある。また，事務局職員の地理的な均等配

分による採用原則は満たされているとはいえない。こうした問題の解

決や，日本やドイツなどの安全保障理事会の常任理事国入りの問題な

どを含め，2000年のミレニアム・サミットや2005年の世界サミット（国

連首脳会合）では国連改革の議論がなされてきた。

4拷
ごう

問
もん

や虐
ぎゃく

殺
さつ

など重大な非人
道的行為を犯

おか

した個人の犯罪
を裁

さば

くための常設裁判所。

国際連合の機能強化の意
義を，さまざまな国の立場から
考えてみよう。

E%人権に関するおもな条約
と日本の批准状況

Q#チャイルドソルジャーの
根絶を訴えるポスター　世界
各地の紛争に数十万人ともい
われる子ども兵士が動員され
ており，その多くは無理やり
戦闘に駆り出されている。

Q$主要国の国連分担金比率
（国連広報センター資料）分担
率は総会で決められる。 
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発効年

1958

1981
1955
1995
1979
1979

日本の批准条約名

難民の地位に関する議定書
アパルトヘイト罪の禁止処罰に関
する国際条約
女子差別撤廃条約
子ども（児童）の権利条約
自由権規約の第二選択議定書（死
刑廃止条約）
障害者の権利条約
社会権規約の選択議定書

1967
73

79
89
89

2006
08

採択年

1967
1976

1981
1990
1991

2008
2013

○
×

○
○
×

○
×

発効年

1982

1985
1994

2014

日本の批准条約名
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大すると，日本の企業はドル売り・円買
が

いの動きを強めるから，為替

レートは円高になる傾向をもつ。今日では貿易にともなう通貨の交換

以上に，資本移動にともなう通貨交換が大きな要因となっている。さ

らにヘ
hedge fund
ッジファンド

2

のような短期的な資金も為替レートに大きな影響

を与える。

　主要国の通貨の間の為替レートは，日々変動している。ただ，その

変動が急激であると，さまざまな支障がでるおそれがある。たとえば

急激にドル安・円高になると，日本の輸出産業が外国に商品を売ると

きに不利になる。そのため，為替レートの急激な変動をおさえるため，

政府が外国為替市場で通貨の売買に介
かい

入
にゅう

することがある（公
こう

的
てき

介
かい

入
にゅう

）
3

。

国際収支
国際間の経済的取り引きの結果を帳

ちょう

簿
ぼ

の形で記

録したものが国
こく

際
さい

収
しゅう

支
し

で
$

ある。国際収支は，経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

，資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

，金
きん

融
ゆう

収
しゅう

支
し

からなる。経常収支は，商品やサ

ービスの取り引きである貿易・サービス収支，海外で稼
かせ

いだ給料や利
り

子
し

といった対
たい

価
か

の受け取りと外国への対価の支払いを差し引きした

第
だい

一
いち

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

，および国際機関への拠出金などの第
だい

二
に

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

の

三つからなる。金融収支は，証券投資や企業の設立などにともなう資

本の移動や，外
がい

貨
か

準
じゅん

備
び

の増減からなる。資本移転等収支は外国での道

路建設などへの無
む

償
しょう

資金援助などが含まれる。

　なお，外貨準備は，政府通
つう

貨
か

当
とう

局
きょく

が
4

対
たい

外
がい

支払いに備えたり，為替相

場の安定のために利用したりする対外資産である。

　近年の日本の国際収支は，貿易収支の黒
くろ

字
じ

が減少し，一時は赤
あか

字
じ

に

転じたほか
#

，第一次所得収支の黒字が続いている。

（→p.171）

R$国際収支の体系と日本の
国際収支（財政金融統計月報）
統計上，①＋②－③＋④＝０
となる。

Q#日本の貿易赤字を伝える
新聞記事（2012年）

2投資家から集めた巨額の資
金を背景に，短期間に高い運
用益をめざす投資信託のこと
で，相

そう

場
ば

の下
げ

落
らく

を回
かい

避
ひ

（ヘッジ）
するために，さまざまな手法
を用いる基

き

金
きん

（ファンド）である
ことから，こうよばれている。

3外国為替市場介入（為替介
入）ともいう。日本では，財務
大臣の指示にもとづき，日本
銀行が政府の代

だい

理
り

人
にん

として介
入の実務を遂

すい

行
こう

する。急激な
円高に対応するには，「ドル買
い・円売り介入」が行われる。

4財政や金融などを担当する
政府機関や中央銀行のことを
いう。日本では，財務省と日
本銀行が外貨準備を保有して
いる。

　　為替レートはどのような要
因で変動するのか，近年の動向
を調べてみよう。

第一次所得収支

貿易・
サービス収支

［2020年度］

182533（億円）

2381

207721

－2090

39017

－36636

－27569

155130

－25313

貿易収支

ご

らく

ほう しゅう

きょ しゅつ

さい けん

サービス収支

第二次所得収支

①経常収支

②資本移転等収支

③金融収支

④誤差脱漏
だつ ろう

統計上の誤差やもれを調整する項目

直接投資（投資家から企業へ直接行う投資），
証券投資（株式や債券などを通じた投資），
金融派生商品，その他投資，外貨準備

資本移転（施設の整備など資本形成になる無償
資金援助など）ほか

消費財にかかわる（資本形成にならない）無償資
金援助，国際機関拠出金，労働者送金

雇用者報酬，投資収益，その他第一次所得
（ほとんどを投資収益が占める）

輸送，旅行，その他サービス（金融サービス，情報
通信サービス，知的財産権等使用料，文化・娯
楽サービスなど）

商品の輸出と輸入を差し引きした項目
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第一次所得収支

貿易・
サービス収支

［2021年度］

126515（億円）

－64620

216072

－3480

－16187

－48433

－24937

96937

－26098

貿易収支

ご

らく

ほう しゅう

きょ しゅつ

さい けん

サービス収支

第二次所得収支

①経常収支

②資本移転等収支

③金融収支

④誤差脱漏
だつ ろう

統計上の誤差やもれを調整する項目

直接投資（投資家から企業へ直接行う投資），
証券投資（株式や債券などを通じた投資），
金融派生商品，その他投資，外貨準備

資本移転（施設の整備など資本形成になる無償
資金援助など）ほか

消費財にかかわる（資本形成にならない）無償資
金援助，国際機関拠出金，労働者送金

雇用者報酬，投資収益，その他第一次所得
（ほとんどを投資収益が占める）

輸送，旅行，その他サービス（金融サービス，情報
通信サービス，知的財産権等使用料，文化・娯
楽サービスなど）

商品の輸出と輸入を差し引きした項目
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国際通貨体制の
変容

1950年代はアメリカ経済がとび抜けて優位を

示した時代であり，戦後の経済復興に中心的な

役割を果たした10年間であった。マ
1947年発表
ーシャル・プラン

7

，対
たい

日
にち

援助，

そして国際復興開発銀行の設立にもアメリカは主導的な役割を果たし

た。しかし，あいつぐ経済援助と東西冷戦
（→p.162）

による軍事援助の増大によ

って，ドルがアメリカから世界各国に流出し，アメリカ企業の多国籍

化やベ
1960〜75年
トナム戦争の開始による軍事費の増大がそれに拍

はく

車
しゃ

をかけた。

　アメリカは基軸通貨としてのドルを世界中に供給する義務を負って

いた。ドルがじゅうぶんに供給されないと，国際的な経済取り引きに

支障をきたすからである。その反面，アメリカの経常収支赤字が拡大

してドルが出回りすぎると，ドルの価値が低下する「国
こく

際
さい

流
りゅう

動
どう

性
せい

ジレ

ンマ」におちいることになる。世界中に流出したドルがアメリカの金

準備を上
うわ

回るようになると，ドルの信頼性に疑いをもった各国が手も

ちのドルを金に換えようとしたため，大量の金流出が起こった。その

結果，ドルの信
しん

認
にん

がそこなわれ，ドル価値の低下を招いた（ドル危
き

機
き

）。

　1971年には，ついにアメリカのニ
R.M.Nixon（在職1969〜74）

クソン大統領は金とドルの交換を

停止せざるをえなくなり（ニクソン・ショック
"

），S
Special Drawing Rights（1969年創設）
DR（特別引き出し

権）
8

を導入したにもかかわらず，IMF体制の中心であった固定為替相場

制は事実上崩壊した。一時，新レートでの固定為替相場制への復帰が

はかられた（スミソニアン協定
9

）が，1973年には主要国の国際通貨制度

は全面的に変
へん

動
どう

為
か わ せ

替相
そう

場
ば

制
せい

に
（→p.168） 

移行し，1976年にIMF暫
ざん

定
てい

委員会で合意

された（キングストン合意）。なお，主要国以外は，引き続き固定為替

相場制か許容変動幅を設けた管理変動相場制を採用している国が多い
#

。

7アメリカを中心とした戦後
のヨーロッパ復興計画。

8国際収支が赤字のとき，
IMFから配分されたSDRを対

たい

価
か

として，外貨準備が豊富な
国から必要な外貨を引き出せ
る権利のこと。
9ドルの価値を金1オンス＝38
ドルに切り下げ（金価格の引き
上げ）て，各国通貨との調整が
はかられた。これにともない，
円は1ドル＝308円に切り上げら
れた。

　　固定為替相場制を維
い

持
じ

でき
なくなった理由について，まと
めてみよう。

Q"ドル防衛策を発表するニ
クソン大統領（1971年）

E#国際通貨制度の変
へん

遷
せん

と円
相場の推移

100

200

300

変動為替相場制

2000 10 15 20年95 0590858075701945
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・
7

　I
M
F
第
1
次
改
正
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・
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　G
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、1
ド
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＝
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を
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定
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1
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意
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・
4

　I
M
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効

79
・
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制
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E
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S
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ザ
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・
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　G
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、ル
ー
ブ
ル
合
意
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・
9

　欧
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通
貨
危
機

94
・
6

　東
京
市
場
で
は
じ
め
て

47
・
3

　I
M
F
業
務
開
始

円
安

円
高

（
円
／
ド
ル
）

71.8 73.2

（
S
D
R
制
度
の
組
み
入
れ
）

（
変
動
相
場
制
の
合
理
化
）

（
ド
ル
高
是
正
）

（
為
替
相
場
安
定
）

1
ド
ル
＝
1
0
0
円
突
破
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・
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ル
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7
9
円
台
を
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録
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・
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通
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機
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導
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・
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ー
ロ
紙
幣
・
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開
始
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・
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元
切
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げ
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・
7

　「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
」発
生
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・
9

　「
リ
ー
マ
ン・シ
ョ
ッ
ク
」

10
・
4

　ギ
リ
シ
ャ
財
政
危
機

11
・
8

　1
ド
ル
＝
7
5
円
台
を
記
録
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・
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　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
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の
パ
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デ
ミ
ッ
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・
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　ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行（
A
I
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B
）発
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・
3

　E
C
6
か
国
、共
同
変
動
相
場
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へ
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・
2

　日
本
変
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相
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・
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ソ
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8
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声
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金
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交
換
停
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キングストン体制（現在のIMF体制）スミソニアン体制

71.12

（注）円相場は東京市場の月末終値
　　（日本銀行資料）

ブレトン・ウッズ体制

固定為替相場制
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面積＊

1億3454万km2

低所
得国

中所得国
下位 上位

高所得国

人口
78億3660万人

GNI
94.6兆ドル

輸出総額
22.4兆ドル

12.0
%

［2021年］
＊2018年

19.2% 40.8% 28.0%

15.9%32.0%43.1%9.0
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8.9
% 27.5% 63.1%

64.5%27.6%
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※低・中・高所得国の区分は世界銀行による
　（前見返しの地図を参照）
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（注）円相場は東京市場の月末終値
　　（日本銀行資料）

ブレトン・ウッズ体制

固定為替相場制
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3 国際社会の現状と課題

地域統合の進展

ヨーロッパにおけ
る統合

第二次世界大戦後，ヨーロッパでは，永続する

平和を目的に経済分野から統合がはかられた。

1952年に生まれた欧州石炭鉄
てっ

鋼
こう

共同体（ECSC
European Coal and Steel Community

）に加えて，1958年に

欧州経済共同体（EEC
European Economic Community

）
1

と欧州原子力共同体（E
ユ ー ラ ト ム

URATOM）
European Atomic Energy Community

が発足し，

これらが統合して1967年にE
European Community
C
2

（欧州共同体）が成立した。

　1992年にはECをE
European Union
U（欧州連合）に発展させる欧州連合条約（マー

ストリヒト条約）が結ばれた。共通通
つう

貨
か

のユーロが1999年から決
けっ

済
さい

通

貨として導入され，2002年からは流通が始まった
3

。最近では共通の

外交・安全保障政策も打ち出し，ヨーロッパ域外での活動もさかんに

行っている。2004年からは加盟国が東欧諸国などに拡大し，2009年

にはさらなる統合を進めるためのリスボン条約
4

が発効した。しかし，

加盟国の増加にともない，加盟国一国の財政破
は

綻
たん

がユーロの信
しん

認
にん

を揺

るがせる事態も発生した
（→p.177）

。また，イギリスは2016年の国民投票をへて，

2020年にEUから離脱（ブ
Brexit
レグジット）した。

アジア太平洋地域
の統合

アジアでは，安全保障の面からも，経済の面か

らも，多数国間の協力が最も進んでいるのは，

1967年に結成された東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）
5

である。関税障
しょう

壁
へき

な

どを除去し，域内経済のいっそうの活性化をはかる目的でASEAN自
Association of South-East Asian Nations

1EECに対抗し，1960年，欧
州自由貿易連合（EFTA）が結成
された。冷戦後，EUとの間で
欧州経済地域（EEA）を設立し
た。
2結成当初の加盟国はフラン
ス，旧西ドイツ，イタリア，オ
ランダ，ベルギー，ルクセン
ブルクの計6か国。
3EU加盟国27か国のうち8か
国はユーロを導入していない。
4EUとして国際条約の締結が
可能となり，欧州理事会常任
議長（EU大統領）や外交安全保
障上級代表（EU外相）が設置さ
れ，欧州議会の権限が拡大さ
れるなど，政治的統合が深め
られた。

5インドネシア，マレーシア，
フィリピン，シンガポール，タ
イの5か国で結成され，その後
ブルネイ，ベトナム，ラオス，
ミャンマー，カンボジアを加え，
東南アジア10か国が加盟。

　　なぜ世界各地で地域統合が
進められるのか，考えてみよう。

Q"ヨーロッパ統合の歩みQ!ヨーロッパの地域統合（2022年8月現在）

イタリア

キプロス

ギリシャ

スロベニアスペイン

フランス

ドイツ

スロバキア
オーストリア

ポルトガル

アイルランド

フィンランド

オランダ

エストニア
ラトビア
リトアニア

ベルギー
ルクセンブルク

マルタ

EU
加盟国

EFTA
加盟国

EU加盟を申請
している国

ユーロ
導入国

ポーランド

アイスランド

ルーマニア

ウクライナ

モルバド

クロアチア
ブルガリア

リヒテンシュタイン

スイス

デンマーク

ノルウェー
スウェーデン

チェコ

トルコ
北マケドニア

モンテネグロ

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

セルビア
アルバニア

ハンガリー

1952
58
60
67
73
81
86
93
94
95
99

2002
03
04
07
09
13
16

欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）結成
欧州経済共同体（EEC），欧州原子力共同体結成
欧州自由貿易連合（EFTA）結成
ECSC・EEC・EURATOM統合, EC成立
イギリス, アイルランド, デンマークがEC加盟
ギリシャがEC加盟
スペイン, ポルトガルがEC加盟
欧州連合条約（マーストリヒト条約）発効, EU発足
EU, EFTA間で欧州経済地域（EEA）協定発効
スウェーデン, フィンランド, オーストリアがEU加盟
欧州経済通貨同盟（EMU）発足，単一通貨ユーロ導入
アムステルダム条約（改定欧州連合条約）発効
ユーロ紙幣・硬貨流通開始
ニース条約（改定欧州連合条約）発効
10か国EU加盟。欧州憲法条約（EU憲法）採択
ブルガリア，ルーマニアがEU加盟
リスボン条約（改定欧州連合条約）発効
クロアチアがEU加盟
イギリス，国民投票でEU離脱派が勝利（20年離脱）
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　このような貿
ぼう

易
えき

摩
ま

擦
さつ

を解決するために，1986年，ウルグアイ・ラ

ウンド
3

とよばれる多角的貿易交渉（ラ
round
ウンド）の開始が宣言された。交

渉は難航をきわめたが，工業製品の輸入制限や輸出自主規制の撤
てっ

廃
ぱい

，

知的所有権
（→p.28）

保護のための国際ルールを設けることなどが取り決められ

た。また，制度的には「協定」にすぎなかったGATTを国際機関であ

る世
World Trade Organization
界貿易機関（WTO）として発展的に解消することも決定された。

WTOは，1995年に76か国・地域をもって発足し，閣僚会議とその

部会が貿易制限撤廃
4

を協議する場となっている
"

。

　競争が激化する国際経済において，公正で秩序ある自由貿易体制を

打ち立てることは重要な課題である。WTOは自由貿易を拡大するた

めの新たなラウンドとしてドーハ・ラウンド
5

を立ち上げたが，加盟国

が拡大して先進国と発展途上国や先進国間の利害が対立し，2011年

に交渉の休止が宣言された
（→p.197）

。

FTA・EPAの動き
ドーハ・ラウンドが停

てい

滞
たい

するなか，WTOにお

ける全世界的な合意を待たず，利害が一
いっ

致
ち

して

合意しやすい国と国，国と地域との間でF
free trade agreement
TA（自由貿易協定）

6

やEPA

（
economic partnership agreement
経済連

れん

携
けい

協定）
7

を締結する動きが進んでいる。現在では300をこえる

協定が結ばれており
#

，成果をあげているものも多いが，協定を結んでい

ない国や地域との貿易や経済協力が停滞するおそれも指摘されている。

　日本も十数か国・地域とEPAを締結し
$

，これにより貿易量を増大

させ，外国人看護師の受け入れを認めるなど，モノや人の活発な交流

が進められている。2018年には環太平洋経済連携協定（TPP
Trans-Pacific Partnership

11協
（→p.179）
定）

が調印
2018年発効

されたほか，東
2022年発効
アジア地域包

ほう

括
かつ

的経済連携（RCEP
Regional Comprehensive Economic Partnership

）などの協定

も結ばれている
（→p.136）

。さらにほかの国々や地域とも交渉が進められている。

（→p.172!）

31986年から1994年まで行わ
れたGATTの多角的貿易交渉。
会議開始の宣言が南米のウル
グアイでなされたためこの名
がつけられた。サービスや知
的所有権も交渉範囲とされ，
農業分野の交渉では農産物の
例外なき関税化が決定した。
4WTOは一方で，特定産品の
輸入が急増した場合，緊急避

ひ

難
なん

的措置として一定の要件の
もとでセーフガード（関税や輸
入数量制限）を行うことを認め
ている。
52001年，カタールの首都ド
ーハで開催されたWTOの閣僚
会議で発足が決められた。
GATT時代を入れて，9回目の
多角的貿易交渉である。

6二国間，あるいは，多国間で，
関税・非関税障

しょう

壁
へき

を撤廃する
ことによって自由貿易の促進
をめざす協定のこと。
7貿易障壁の撤廃に加え，知
的所有権や労働力移動など，
より広い分野での経済協力を
めざす協定のこと。

　　日本の場合，EPAの締結に，
どのような賛

さん

否
ぴ

の意見があるだ
ろうか，調べてみよう。

Q#世界のFTA件数の推移（ジェトロ資料）

E$日本とEPAの締結また
は交渉をしている国・地域

0 10 20 30 40 50 60 70（件）

（年）
1955～59

60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95～99

2000～04
05～09
10～14

20～
15～19

計321件（2020年6月現在）
既存FTAへの新規加盟に
ともなう重複などを除く

メキシコ

カナダ

トルコ

チリ

ペルー

コロンビア

オーストラリア

ニュージーランド

ベトナム

モンゴル

中国・韓国

中国 韓国

フィリピン
ブルネイ

ASEAN全体
タイ

スイス

イギリス

EU

インド

GCC（湾岸協力理事会）＊

＊アラブ首長国連邦, オマーン, カタール,クウェート, 
サウジアラビア, バーレーンの6か国による地域協力機構

［2021年9月現在］

マレーシア

インドネシア
シンガポール

発効ずみ

調印済み
交渉中

環太平洋経済連携協定（TPP11協定）
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
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メキシコ

カナダ

トルコ

チリ

ペルー

コロンビア

オーストラリア

ニュージーランド

ベトナム

モンゴル

中国・韓国

中国 韓国

フィリピン
ブルネイ

ASEAN全体
タイ

スイス

イギリス

EU

インド

GCC（湾岸協力理事会）＊

＊アラブ首長国連邦, オマーン, カタール,クウェート, 
サウジアラビア, バーレーンの6か国による地域協力機構

［2022年7月現在］

マレーシア

インドネシア
シンガポール

発効ずみ

交渉中

環太平洋経済連携協定（TPP11協定）
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

175-2_ 日本の EPA.ai

178

5

10

15

20

3 国際社会の現状と課題

地域統合の進展

ヨーロッパにおけ
る統合

第二次世界大戦後，ヨーロッパでは，永続する

平和を目的に経済分野から統合がはかられた。

1952年に生まれた欧州石炭鉄
てっ

鋼
こう

共同体（ECSC
European Coal and Steel Community

）に加えて，1958年に

欧州経済共同体（EEC
European Economic Community

）
1

と欧州原子力共同体（E
ユ ー ラ ト ム

URATOM）
European Atomic Energy Community

が発足し，

これらが統合して1967年にE
European Community
C
2

（欧州共同体）が成立した。

　1992年にはECをE
European Union
U（欧州連合）に発展させる欧州連合条約（マー

ストリヒト条約）が結ばれた。共通通
つう

貨
か

のユーロが1999年から決
けっ

済
さい

通

貨として導入され，2002年からは流通が始まった
3

。最近では共通の

外交・安全保障政策も打ち出し，ヨーロッパ域外での活動もさかんに

行っている。2004年からは加盟国が東欧諸国などに拡大し，2009年

にはさらなる統合を進めるためのリスボン条約
4

が発効した。しかし，

加盟国の増加にともない，加盟国一国の財政破
は

綻
たん

がユーロの信
しん

認
にん

を揺

るがせる事態も発生した
（→p.177）

。また，イギリスは2016年の国民投票をへて，

2020年にEUから離脱（ブ
Brexit
レグジット）した。

アジア太平洋地域
の統合

アジアでは，安全保障の面からも，経済の面か

らも，多数国間の協力が最も進んでいるのは，

1967年に結成された東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）
5

である。関税障
しょう

壁
へき

な

どを除去し，域内経済のいっそうの活性化をはかる目的でASEAN自
Association of South-East Asian Nations

1EECに対抗し，1960年，欧
州自由貿易連合（EFTA）が結成
された。冷戦後，EUとの間で
欧州経済地域（EEA）を設立し
た。
2結成当初の加盟国はフラン
ス，旧西ドイツ，イタリア，オ
ランダ，ベルギー，ルクセン
ブルクの計6か国。
3EU加盟国27か国のうち8か
国はユーロを導入していない。
4EUとして国際条約の締結が
可能となり，欧州理事会常任
議長（EU大統領）や外交安全保
障上級代表（EU外相）が設置さ
れ，欧州議会の権限が拡大さ
れるなど，政治的統合が深め
られた。

5インドネシア，マレーシア，
フィリピン，シンガポール，タ
イの5か国で結成され，その後
ブルネイ，ベトナム，ラオス，
ミャンマー，カンボジアを加え，
東南アジア10か国が加盟。

　　なぜ世界各地で地域統合が
進められるのか，考えてみよう。

Q"ヨーロッパ統合の歩みQ!ヨーロッパの地域統合（2020年8月現在）

イタリア
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ギリシャ

スロベニアスペイン
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リトアニア

ベルギー
ルクセンブルク

マルタ

EU
加盟国

EFTA
加盟国

EU加盟を申請
している国

ユーロ
導入国

ポーランド

アイスランド

ルーマニアクロアチア
ブルガリア

リヒテンシュタイン

スイス

デンマーク

ノルウェー
スウェーデン

チェコ

ハンガリー

トルコ
北マケドニア

モンテネグロ

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

セルビア
アルバニア

1952
58
60
67
73
81
86
93
94
95
99

2002
03
04
07
09
13
16

欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）結成
欧州経済共同体（EEC），欧州原子力共同体結成
欧州自由貿易連合（EFTA）結成
ECSC・EEC・EURATOM統合, EC成立
イギリス, アイルランド, デンマークがEC加盟
ギリシャがEC加盟
スペイン, ポルトガルがEC加盟
欧州連合条約（マーストリヒト条約）発効, EU発足
EU, EFTA間で欧州経済地域（EEA）協定発効
スウェーデン, フィンランド, オーストリアがEU加盟
欧州経済通貨同盟（EMU）発足，単一通貨ユーロ導入
アムステルダム条約（改定欧州連合条約）発効
ユーロ紙幣・硬貨流通開始
ニース条約（改定欧州連合条約）発効
10か国EU加盟。欧州憲法条約（EU憲法）採択
ブルガリア，ルーマニアがEU加盟
リスボン条約（改定欧州連合条約）発効
クロアチアがEU加盟
イギリス，国民投票でEU離脱派が勝利（20年離脱）
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国際的な格差の是正

南北問題
発展途上国とよばれる国々のほとんどは，かつ

て植民地であった。植民地体制下では生活に密

着した農業にかわって，茶，コーヒー豆，天然ゴムなど，輸出用換
かん

金
きん

作物のみを栽培するモ
monoculture
ノカルチャー（単

たん

一
いつ

栽培）とよばれる経済構造を

おしつけられた
1

。しかも貿易の相手はおもに植民地本国（宗
そう

主
しゅ

国
こく

）に限

られていた。独立後も農産物などの限られた安
あん

価
か

な一次産品を輸出し，

高い価格の工業製品を輸入する経済構造が維
い

持
じ

されたために，南の発

展途上国と北の先進国との間の経済格差は解消されなかった。そして，

代
だい

替
たい

品
ひん

の普及による一次産品価格の下
げ

落
らく

などにより発展途上国の交易

条件
2

は悪化し，経済格差はさらに拡大した（南北問題
!#$

）。

　1970年代には，多くの発展途上国は外資導入によって工業化をはかり，

先進国も余
よ

剰
じょう

資金を貸し出した。しかし，二
1973年，1979年
度の石油危機で先進国の

経済成長は停
てい

滞
たい

し，発展途上国からの工業製品の輸出も頭
あたま

打ちとなった。

また一次産品の価格が低落し，債
さい

務
む

返済に苦しむ発展途上国が出てきた。

こうして1980年代に入り，発展途上国の膨
ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

の問題が顕
けん

在
ざい

化した。これに対して，IMF
（→p.172）

や世界
（→p.172）

銀行が構造調整プログラム
3

などを

実施する一方で，リ
rescheduling
スケジューリング

4

や債
さい

権
けん

放
ほう

棄
き

なども実施された。

南の世界における
格差

発展途上国のなかには，豊かな石油産出国や工

業化し発展をとげた諸国がある。他方で，国連

で後
こう

発
はつ

発展途上国（LDC
Least Developed Countries

）
5

に指定され，最
さい

貧
ひん

国
こく

ともよばれる国々がある。

このような南の国々の間の格差から南
なん

南
なん

問題という言葉もあらわれた。

こうした発展途上国間の格差に加えて，それぞれの発展途上国内部の

経済的格差も増大している。国

全体の経済成長率が高く，富
ふ

裕
ゆう

層が拡大しているにもかかわら

ず，貧
ひん

困
こん

層が減らないといった

現象が広くみられる。中央政府

が統治能力を失った破
は

綻
たん

国家と

よばれる国々や，権力者層によ

る汚職が激しい国々において，

特に問題が深刻である。

1植民地化される以前にあっ
た国内の産業や技術力がそこ
なわれ，自

じ

力
りき

による経済発展
の芽が失われることになった。
2一定量の輸出品を輸出して
得られる外貨で購入できる輸
入品の数量のこと。

3国営企業の民営化や規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

などによって民間部門が自
由に活動できる市場メカニズ
ムを整備することで，発展途
上国がIMFなどから金融支援
を受けるための条件となる。
4対外債務返済の繰

く

り延
の

べの
こと。
5LDCは，国連の経済社会理
事会によって3年ごとに認定基
準が見直される。46か国がこ
れに該当する（2021年8月現在）。

　　発展途上国の多くが低開発
の状態から抜け出せないのはな
ぜか，考えてみよう。

W#南北間の格差（世界銀行
資料）

面積
1億3203万km2

低所
得国

中所得国
下位 上位

高所得国

人口
76億7350万人

GNI
88.8兆ドル

輸出総額
19.0兆ドル

9.7
%

［2019年］

17.1% 44.8% 28.4%

16.1%37.2%38.0%8.7
%

29.2% 63.0%

66.3%27.2%

0.3%

6.2%

7.2%

0.6%

＊低・中・高所得国の区分は世界銀行による
  （前見返しの地図を参照）
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Q"UNCTAD総会（ケニア， 
2016年）　ほぼ4年に1回開催さ
れる。

178-192_5章3節.indd   182 2021/10/06   11:02

面積＊

1億3454万km2

低所
得国

中所得国
下位 上位

高所得国

人口
78億3660万人

GNI
94.6兆ドル

輸出総額
22.4兆ドル

12.0
%

［2021年］
＊2018年

19.2% 40.8% 28.0%

15.9%32.0%43.1%9.0
%

8.9
% 27.5% 63.1%

64.5%27.6%

0.4%

7.5%

0.5%

※低・中・高所得国の区分は世界銀行による
　（前見返しの地図を参照）

100

200

300

変動為替相場制

2000 10 15 20年95 0590858075701945

69
・
7

　I
M
F
第
1
次
改
正
協
定
発
効

49
・
4

　G
H
Q
、1
ド
ル
＝
3
6
0
円
を
設
定

76
・
1

　キ
ン
グ
ス
ト
ン
合
意

78
・
4

　I
M
F
第
2
次
改
正
協
定
発
効

79
・
3

　欧
州
通
貨
制
度（
E
M
S
）発
足

85
・
9

　G
5
、プ
ラ
ザ
合
意

87
・
2

　G
7
、ル
ー
ブ
ル
合
意

92
・
9

　欧
州
通
貨
危
機

94
・
6

　東
京
市
場
で
は
じ
め
て

47
・
3

　I
M
F
業
務
開
始

円
安

円
高

（
円
／
ド
ル
）

71.8 73.2

（
S
D
R
制
度
の
組
み
入
れ
）

（
変
動
相
場
制
の
合
理
化
）

（
ド
ル
高
是
正
）

（
為
替
相
場
安
定
）

1
ド
ル
＝
1
0
0
円
突
破

95
・
4

　1
ド
ル
＝
7
9
円
台
を
記
録

97
・
7

　ア
ジ
ア
通
貨
危
機

99
・
1

　ユ
ー
ロ
導
入

02
・
1

　ユ
ー
ロ
紙
幣
・
硬
貨
の
流
通
開
始

05
・
7

　人
民
元
切
り
上
げ

07
・
7

　「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
」発
生

08
・
9

　「
リ
ー
マ
ン・シ
ョ
ッ
ク
」

10
・
4

　ギ
リ
シ
ャ
財
政
危
機

11
・
8

　1
ド
ル
＝
7
5
円
台
を
記
録

20
・
3

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

15
・
12

　ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行（
A
I
I
B
）発
足

73
・
3

　E
C
6
か
国
、共
同
変
動
相
場
制
へ

73
・
2

　日
本
変
動
相
場
制
へ

71
・
12

　スミ
ソ
ニ
ア
ン
協
定

71
・
8

　ニ
ク
ソ
ン
声
明（
金
・ド
ル
交
換
停
止
）

キングストン体制（現在のIMF体制）スミソニアン体制

71.12

（注）円相場は東京市場の月末終値
　　（日本銀行資料）

ブレトン・ウッズ体制

固定為替相場制

182-2_ 南北間格差 .ai



別紙　　　

原文

17

seminarseminarinaminarminanarsemina eminm seinmininsenarnananaaarrmsemsemseminaseminasemsemsemmmmararrrmmseminassemsemsss nanaarararmimimiararararararaaaa seminarseminarr semseminainarararmimimisesemsemsemsemsemsemmmm
semiararn seserrrsese

186

イラク軍事行動2003～11年
チェチェン紛争1994～96,99～2009年

ウクライナ紛争2014年～

●2アフガニスタン紛争1979～89年,
　アフガニスタン軍事行動2001年～

フォークランド
（マルビナス）紛争1982年

朝鮮戦争1950～53年

カシミール紛争1947年～

湾岸戦争1991年

キプロス紛争1963～64,74年～

コンゴ紛争1960～63年

ナミビア独立運動1975～90年

●1パレスチナ紛争1948年～
　中東戦争1948～49,56,67,73年

シエラレオネ紛争
1991～2002年

南北スーダン紛争
1955～72，83～2005年
南スーダン内戦2013年～

●5ダルフール紛争2003年～
リビア紛争2011年～

リベリア紛争1986～96，
99～2003年

●4ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争1992～95年
　コソボ紛争1996～99年

●6シリア内戦2011年～

中越戦争1979年

ベトナム戦争1960～75年

スリランカ紛争1983～2009年

カンボジア紛争1977～91年

イラン・イラク戦争1980～88年

モザンビーク内戦1975～91年

イエメン内戦2015年～

ルワンダ内戦1990～94年

●3ソマリア内戦1988年～

●2

●3

●1

●4

●6

●5

パレスチナ紛争（1948年～）

　第一次世界大戦の際，イギリスは，アラブ人，ユダヤ人，
フランスとロシアとの間でパレスチナでの国家建設や領
土分割などを認める矛

む

盾
じゅん

した約束をした。第一次世界大
戦後，パレスチナがイギリスの委

い

任
にん

統治領となるなか，
アラブ人とユダヤ人の対立は深まった。第二次世界大戦
後，ユダヤ人国家としてのイスラエルが成立すると第一
次中東戦争が勃

ぼっ

発
ぱつ

し，その後も戦争が頻
ひん

発
ぱつ

した。1993年
にオスロ合意が結ばれたが，その後ふたたび対立が激化
し，ガザ地区への軍事行動や，これに対抗するパレスチ
ナ側のイスラエルへの攻撃な
どがくり返されている。

アフガニスタン紛争（1979～89年）・
アフガニスタン軍事行動（2001年～）

　アフガニスタンには1979年にソ連が侵攻し，
これに対抗するムジャヒディン（イスラム戦士）と
よばれる反政府勢

せい

力
りょく

との間の戦闘が始まった。ソ
連が撤

てっ

退
たい

して傀
かい

儡
らい

政権が倒れた後は，ムジャヒデ
ィン勢力が分裂して対立する内戦が始まった。そ
の混乱に乗じてイスラム原理主義運動のタリバ
ンが勢力を伸ばした。しかし2001年9月11日に
アメリカで「同時多発テロ」が起こると，アメリカ
はすぐに軍事介

かい

入
にゅう

して，タリバンの政権を崩
ほう

壊
かい

さ
せた。その後もタリ
バン勢力と米国を中
心とする諸国の間の
戦闘は続いた。

世界の紛争地図ゼミナ ルゼゼミミナナーールミミナナ ルゼゼミ ーーミゼゼゼミナール

W第二次世界
大戦後のおも
な国際紛争

シナイ半島

エルサレム

ヨルダン川
西岸地区

パレスチナ自治区
（イスラエル占領地を含む）

ガザ地区

死
海

地　中　海

川
ン
ダ
ル
ヨジェニン

ナブルス

ベツレヘム
ヘブロンガザ

トゥルカレム

イスラエル

ヨルダン

エジプト

シリア
レバノン

0 100km

　世界各地で民族や宗教などに起因する武力紛争
が起こっており，その収束はきわめて困難である

（→p.184）
。 

Qイスラエルが建築した分離壁
（ヨルダン川西岸地区，2004年）

Wアフガニスタンで
軍事作戦を行うアメリカ
軍（2004年）

Q現在のパレスチナ

1915 フサイン・マクマホン協定（アラブ人独立支持）
16 サイクス・ピコ条約（秘密協定，パレスチナを英仏ロ管理下に）
17 バルフォア宣言（パレスチナにユダヤ人国家建設を約束）
47 国際連合， パレスチナ分割決議
48 イスラエル国樹立宣言，中東戦争（48～49，56，67，73年）
88 パレスチナ独立国家樹立宣言
93 パレスチナ暫定自治協定調印（オスロ合意）
95 パレスチナ自治拡大協定

2002 イスラエル，パレスチナとの境界地域に分離壁建設開始
05 イスラエル，ガザ地区からの撤退開始
06 イスラエル，ガザに再侵攻
11 パレスチナ，UNESCOに加盟
12 国連総会，パレスチナを国連オブザーバー国家に認定
アメリカ，在イスラエル大使館をエルサレムに移転18

Rパレスチナ
問題関連年表

ソマリア内戦（1988年～）

　ソマリアは独立当初から政情不安が続いており，
1988年に内戦が勃発した。91年には大統領が亡命し，
部族抗争は続くという無政府状態におちいった。内
戦は甚

じん

大
だい

な人道的危機をつくり出し，国連などの支
援活動も活発になった。しかし，
「平和執行

（→p.159）
」による国連PKOは，

93年にアメリカ兵などの死者や負傷者が出た結果，
撤退した。その後，国際社会はソマリアの支援活動
を続けているが，20年以上もの間，無政府状態が続
いている。海

かい

賊
ぞく

行為の取り締まりも行われないため，
ソマリア沖公海上の安全が問題となっている。

Rソマリアで活動する国連PKO
（1992年）
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イラク軍事行動2003～11年
チェチェン紛争1994～96,99～2009年

ウクライナ紛争2014年～

●2アフガニスタン紛争1979～89年,
　アフガニスタン軍事行動2001年～

フォークランド
（マルビナス）紛争1982年

朝鮮戦争1950～53年

カシミール紛争1947年～

湾岸戦争1991年

キプロス紛争1963～64,74年～

コンゴ紛争1960～63年

ナミビア独立運動1975～90年

●1パレスチナ紛争1948年～
　中東戦争1948～49,56,67,73年

シエラレオネ紛争
1991～2002年

南北スーダン紛争
1955～72，83～2005年
南スーダン内戦2013年～

●5ダルフール紛争2003年～
リビア紛争2011年～

リベリア紛争1986～96，
99～2003年

●4ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争1992～95年
　コソボ紛争1996～99年

●6シリア内戦2011年～

中越戦争1979年

ベトナム戦争1960～75年

スリランカ紛争1983～2009年

カンボジア紛争1977～91年

イラン・イラク戦争1980～88年

モザンビーク内戦1975～91年

イエメン内戦2015年～

ルワンダ内戦1990～94年

●3ソマリア内戦1988年～

●2

●3

●1

●4

●6

●5

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争（1992～95年）・
　　  コソボ紛争（1996～99年）

　冷戦の終結にともない，1992年にユーゴスラビア連
れん

邦
ぽう

の各
共和国がつぎつぎと独立を宣言し始めた。そのなかでセルビ
アを中心とする連邦維

い

持
じ

派と分離をめざす勢力との間での紛
争が激化した。特に，ボスニア・ヘルツェゴビナでは約20万
人の犠

ぎ

牲
せい

者を生む凄
せい

惨
さん

な内戦となり，N
ナ ト ー

ATOの軍事介入など
をへて，内戦はようやく終結した。99年にはセルビア内のコ
ソボ自治区の独立闘争が武力紛争に発展し，またもNATOが
軍事介入した。ボスニアもコソボも，国連やNATOが展開し，
大々的に統治にも関与した活動が行われた。コソボは2008年
に独立を宣言した。

ダルフール紛争（2003年～）

　スーダン西部のダルフール地方では，
2003年に反政府武装組織と，政府系勢
力との間で激しい内戦が起こった。特
に政府系の民兵が一般住民も攻撃して
殺
さつ

戮
りく

行為をくり返し，数十万人の犠牲
者と約180万人の国内避

ひ

難
なん

民
みん

を出す人
道的危機を招いた。難

なん

民
みん

とそれを追う
政府系民兵の流入により，戦火は隣国
チャドにも飛び火した。スーダンのバ
シル大統領は，ダルフールにおける「人
道に対する罪」で，国際刑事裁判所
（ICC
（→p.161）

）に訴
そ

追
つい

された。2008年に史上初
の国連とアフリカ連合（AU

（→p.179）
）による合

同のPKOが組織され，PKO活動を展
開した。 シリア内戦（2011年～）

　2010年末から広がった「アラブの春
（→p.163）

」の流れのなかで，シリ
アでも反政府運動が高まり，2011年にアサド政権と複数の反
政府勢力との間で内戦が勃発した。そのなかで，「イスラム国
（IS
（→p.163）
）」と称する勢力が台

たい

頭
とう

し，
シリア，イラクなど中東地域
で一時的に大きな影響力をも
つようになった。ロシアやア
メリカなどの大国の介

かい

入
にゅう

もあ
り，紛争は複雑化している。

セルビア人
クロアチア人
イスラム教徒
スロベニア人
モンテネグロ人
アルバニア人
マケドニア人
混住地域

ア

ア
海

ド
リ

リュブリャナ ザグレブ

サラエボ

ベオグラード

ポドゴリツァ
スコピエ

プリシュティナ

ボイボディナ
自治州

スロベニア

オーストリア
ハンガリー

ブ
ル
ガ
リ
ア

イ
タ
リ
ア

ア
ル
バ
ニ
ア

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

クロアチア

北マケドニア

ギリシャ

セルビア

モンテ
ネグロ

コソボ

0 200km

紛争前のボスニア・
ヘルツェゴビナの民族構成

その他
クロアチア人 イ

ス
ラ
ム

教
徒

セルビア人 40％
32

18

10

Q旧ユーゴスラビア各国の民族分布

W空爆を受けたシリア（2014年）Qダルフール紛争による国内避難民（2004年）

Qユーゴスラビア年表

1945 ユーゴスラビア連邦人民共和
国成立

91 スロベニア， クロアチア独立
宣言
クロアチア独立戦争

92 ボスニア・ヘルツェゴビナ独
立宣言
ボスニア紛争

1992 ユーゴスラビア連邦共和国樹
立(2003年セルビア・モンテ
ネグロに国名変更)

98 コソボ紛争激化
99 NATOによるユーゴ空爆

2002 コソボ暫定自治政府成立
06 モンテネグロ独立
08 コソボ独立宣言
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イラク軍事行動2003～11年
チェチェン紛争1994～96,99～2009年

ウクライナ紛争・侵攻2014年～

●2アフガニスタン紛争1979～89年,
　アフガニスタン軍事行動2001～21年

フォークランド
（マルビナス）紛争1982年

朝鮮戦争1950～53年

カシミール紛争1947年～

湾岸戦争1991年

キプロス紛争1963～64,74年～

コンゴ紛争1960～63年

ナミビア独立運動1975～90年

●1パレスチナ紛争1948年～
　中東戦争1948～49,56,67,73年

シエラレオネ紛争
1991～2002年

南北スーダン紛争
1955～72，83～2005年
南スーダン内戦2013年～

●5ダルフール紛争2003年～
リビア紛争2011年～

リベリア紛争1986～96，
99～2003年

●4ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争1992～95年
　コソボ紛争1996～99年

●6シリア内戦2011年～

中越戦争1979年

ベトナム戦争1960～75年

スリランカ紛争1983～2009年

カンボジア紛争1977～91年

イラン・イラク戦争1980～88年

モザンビーク内戦1975～91年

イエメン内戦2015年～

ルワンダ内戦1990～94年

●3ソマリア内戦1988年～

●2

●3

●1

●4

●6

●5

パレスチナ紛争（1948年～）

　第一次世界大戦の際，イギリスは，アラブ人，ユダヤ人，
フランスとロシアとの間でパレスチナでの国家建設や領
土分割などを認める矛

む

盾
じゅん

した約束をした。第一次世界大
戦後，パレスチナがイギリスの委

い

任
にん

統治領となるなか，
アラブ人とユダヤ人の対立は深まった。第二次世界大戦
後，ユダヤ人国家としてのイスラエルが成立すると第一
次中東戦争が勃

ぼっ

発
ぱつ

し，その後も戦争が頻
ひん

発
ぱつ

した。1993年
にオスロ合意が結ばれたが，その後ふたたび対立が激化
し，ガザ地区への軍事行動や，これに対抗するパレスチ
ナ側のイスラエルへの攻撃な
どがくり返されている。

アフガニスタン紛争（1979～89年）・
アフガニスタン軍事行動（2001年～21年）

　アフガニスタンには1979年にソ連が侵攻し，
これに対抗するムジャヒディン（イスラム戦士）と
よばれる反政府勢

せい

力
りょく

との間の戦闘が始まった。ソ
連が撤

てっ

退
たい

して傀
かい

儡
らい

政権が倒れた後は，ムジャヒデ
ィン勢力が分裂して対立する内戦が始まった。そ
の混乱に乗じてイスラム原理主義運動のタリバ
ンが勢力を伸ばした。しかし2001年9月11日に
アメリカで「同時多発テロ」が起こると，アメリカ
はすぐに軍事介

かい

入
にゅう

して，タリバンの政権を崩
ほう

壊
かい

さ
せた。その後もタリ
バン勢力と米国を中
心とする諸国の間の
戦闘は続いた。
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W第二次世界
大戦後のおも
な国際紛争

シナイ半島

エルサレム

ヨルダン川
西岸地区

パレスチナ自治区
（イスラエル占領地を含む）

ガザ地区

死
海

地　中　海

川
ン
ダ
ル
ヨジェニン

ナブルス

ベツレヘム
ヘブロンガザ

トゥルカレム

イスラエル

ヨルダン

エジプト

シリア
レバノン

0 100km

　世界各地で民族や宗教などに起因する武力紛争
が起こっており，その収束はきわめて困難である

（→p.184）
。 

Qイスラエルが建築した分離壁
（ヨルダン川西岸地区，2004年）

Wアフガニスタンで
軍事作戦を行うアメリカ
軍（2004年）

Q現在のパレスチナ

1915 フサイン・マクマホン協定（アラブ人独立支持）
16 サイクス・ピコ条約（秘密協定，パレスチナを英仏ロ管理下に）
17 バルフォア宣言（パレスチナにユダヤ人国家建設を約束）
47 国際連合， パレスチナ分割決議
48 イスラエル国樹立宣言，中東戦争（48～49，56，67，73年）
88 パレスチナ独立国家樹立宣言
93 パレスチナ暫定自治協定調印（オスロ合意）
95 パレスチナ自治拡大協定

2002 イスラエル，パレスチナとの境界地域に分離壁建設開始
05 イスラエル，ガザ地区からの撤退開始
06 イスラエル，ガザに再侵攻
11 パレスチナ，UNESCOに加盟
12 国連総会，パレスチナを国連オブザーバー国家に認定
アメリカ，在イスラエル大使館をエルサレムに移転18

Rパレスチナ
問題関連年表

ソマリア内戦（1988年～）

　ソマリアは独立当初から政情不安が続いており，
1988年に内戦が勃発した。91年には大統領が亡命し，
部族抗争は続くという無政府状態におちいった。内
戦は甚

じん

大
だい

な人道的危機をつくり出し，国連などの支
援活動も活発になった。しかし，
「平和執行

（→p.159）
」による国連PKOは，

93年にアメリカ兵などの死者や負傷者が出た結果，
撤退した。その後，国際社会はソマリアの支援活動
を続けているが，20年以上もの間，無政府状態が続
いている。海

かい

賊
ぞく

行為の取り締まりも行われないため，
ソマリア沖公海上の安全が問題となっている。

Rソマリアで活動する国連PKO
（1992年）
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イラク軍事行動2003～11年
チェチェン紛争1994～96,99～2009年

ウクライナ紛争・侵攻2014年～

●2アフガニスタン紛争1979～89年,
　アフガニスタン軍事行動2001～21年

フォークランド
（マルビナス）紛争1982年

朝鮮戦争1950～53年

カシミール紛争1947年～

湾岸戦争1991年

キプロス紛争1963～64,74年～

コンゴ紛争1960～63年

ナミビア独立運動1975～90年

●1パレスチナ紛争1948年～
　中東戦争1948～49,56,67,73年

シエラレオネ紛争
1991～2002年

南北スーダン紛争
1955～72，83～2005年
南スーダン内戦2013年～

●5ダルフール紛争2003年～
リビア紛争2011年～

リベリア紛争1986～96，
99～2003年

●4ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争1992～95年
　コソボ紛争1996～99年

●6シリア内戦2011年～

中越戦争1979年

ベトナム戦争1960～75年

スリランカ紛争1983～2009年

カンボジア紛争1977～91年

イラン・イラク戦争1980～88年

モザンビーク内戦1975～91年

イエメン内戦2015年～

ルワンダ内戦1990～94年

●3ソマリア内戦1988年～

●2

●3

●1

●4

●6

●5

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争（1992～95年）・
　　  コソボ紛争（1996～99年）

　冷戦の終結にともない，1992年にユーゴスラビア連
れん

邦
ぽう

の各
共和国がつぎつぎと独立を宣言し始めた。そのなかでセルビ
アを中心とする連邦維

い

持
じ

派と分離をめざす勢力との間での紛
争が激化した。特に，ボスニア・ヘルツェゴビナでは約20万
人の犠

ぎ

牲
せい

者を生む凄
せい

惨
さん

な内戦となり，N
ナ ト ー

ATOの軍事介入など
をへて，内戦はようやく終結した。99年にはセルビア内のコ
ソボ自治区の独立闘争が武力紛争に発展し，またもNATOが
軍事介入した。ボスニアもコソボも，国連やNATOが展開し，
大々的に統治にも関与した活動が行われた。コソボは2008年
に独立を宣言した。

ダルフール紛争（2003年～）

　スーダン西部のダルフール地方では，
2003年に反政府武装組織と，政府系勢
力との間で激しい内戦が起こった。特
に政府系の民兵が一般住民も攻撃して
殺
さつ

戮
りく

行為をくり返し，数十万人の犠牲
者と約180万人の国内避

ひ

難
なん

民
みん

を出す人
道的危機を招いた。難

なん

民
みん

とそれを追う
政府系民兵の流入により，戦火は隣国
チャドにも飛び火した。スーダンのバ
シル大統領は，ダルフールにおける「人
道に対する罪」で，国際刑事裁判所
（ICC
（→p.161）

）に訴
そ

追
つい

された。2008年に史上初
の国連とアフリカ連合（AU

（→p.179）
）による合

同のPKOが組織され，PKO活動を展
開した。 シリア内戦（2011年～）

　2010年末から広がった「アラブの春
（→p.163）

」の流れのなかで，シリ
アでも反政府運動が高まり，2011年にアサド政権と複数の反
政府勢力との間で内戦が勃発した。そのなかで，「イスラム国
（IS）」と称する勢力が台

たい

頭
とう

し，
シリア，イラクなど中東地域
で一時的に大きな影響力をも
つようになった。ロシアやア
メリカなどの大国の介

かい

入
にゅう

もあ
り，紛争は複雑化している。

セルビア人
クロアチア人
イスラム教徒
スロベニア人
モンテネグロ人
アルバニア人
マケドニア人
混住地域

ア

ア
海

ド
リ

リュブリャナ ザグレブ

サラエボ

ベオグラード

ポドゴリツァ
スコピエ

プリシュティナ

ボイボディナ
自治州

スロベニア

オーストリア
ハンガリー

ブ
ル
ガ
リ
ア

イ
タ
リ
ア

ア
ル
バ
ニ
ア

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

クロアチア

北マケドニア

ギリシャ

セルビア

モンテ
ネグロ

コソボ

0 200km

紛争前のボスニア・
ヘルツェゴビナの民族構成

その他
クロアチア人 イ

ス
ラ
ム

教
徒

セルビア人 40％
32

18

10

Q旧ユーゴスラビア各国の民族分布

W空爆を受けたシリア（2014年）Qダルフール紛争による国内避難民（2004年）

Qユーゴスラビア年表

1945 ユーゴスラビア連邦人民共和
国成立

91 スロベニア， クロアチア独立
宣言
クロアチア独立戦争

92 ボスニア・ヘルツェゴビナ独
立宣言
ボスニア紛争

1992 ユーゴスラビア連邦共和国樹
立(2003年セルビア・モンテ
ネグロに国名変更)

98 コソボ紛争激化
99 NATOによるユーゴ空爆

2002 コソボ暫定自治政府成立
06 モンテネグロ独立
08 コソボ独立宣言
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地下鉄サリン事件
（1995年）

事故が起きたチェル
ノブイリ原子力発電
所（1986年）

那覇市で開かれた
沖縄復帰記念祝賀
式典（1972年）

マルタ会談（1989年）

干ばつから逃れてきた
エチオピアの難民（1984年）

 1999 5 ガイドライン関連法成立
 （平成11） 7 食料・農業・農村基本法制定
  9 東海村臨界事故発生
 2000 1 国会に憲法調査会設置
  9 三宅島噴火で全島民避難
 01 1 中央省庁，1府12省庁へ再編
  6 ハンセン病補償法成立
  - 海上自衛隊インド洋派遣
 02 9 初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6 有事法制関連3法成立

 04 1 自衛隊イラク派遣
  5 裁判員法成立
  6 有事法制関連7法成立
 05 4 JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊ 日本の人口が減少に転じる
 06 5 日米政府，在日米軍再編合意
  = 教育基本法改正
 07 5 国民投票法成立

 08 4 後期高齢者医療制度導入

 09 9 民主党中心の連立政権成立

 10 7 改正臓器移植法施行

 11 3 東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  = 自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  = 特定秘密保護法成立
 14 4 消費税8%に引き上げ
  7 「集団的自衛権」の行使容認を閣
  　議決定
 15 6 選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9 安全保障関連法成立
 16 1 マイナンバー制度発足

 17 6  「テロ等準備罪」を新設する改正
組織犯罪処罰法成立

 18 3  TPP（TPP11協定）調印
  6成年年齢，18歳に引き下げ
 19 4 アイヌ民族支援法成立
  5 元号「平成」から「令和」へ
  0 消費税10％に引き上げ
 20 4 新型コロナで｢緊急事態宣言｣発令

 21 8 9オリンピック・パラリンピック
   　東京大会

年 日本

 1972 2 冬季オリンピック札幌大会
     （昭和47） 5 沖縄復帰
  9 日中共同声明
 73 2 円，変動為替相場制へ移行
  0 第一次石油危機始まる
 74 ＊ 戦後初のマイナス成長

 75 = 赤字国債発行
  ＊ 大学生200万人突破（進学率34.2％）
 76 2 ロッキード事件発覚
 77 7 領海12海里，漁業水域200海里施行
 78 8 日中平和友好条約調印
 79 1 共通一次試験始まる
  6 先進国首脳会議，東京で開催

 80 ＊ 校内暴力，家庭内暴力深刻化

 81 3 臨時行政調査会発足
 82 8 参議院に比例代表制を導入
 83 ＊ パソコン，ワープロ，急速に普及
 84 9 韓国大統領，初来日

 85 6 男女雇用機会均等法公布

 86 =国鉄分割･民営化法公布
 87 ＊ 防衛費，GNP1％枠突破
 88 6 牛肉･オレンジ輸入自由化決定
  7 リクルート事件発覚
 89 1 元号「昭和」から「平成」へ
 （平成元） 4 消費税スタート
  = 株価が史上最高値をつける

 90 1 センター試験始まる
  ＊ 株価･地価急落, 「バブル経済」破綻
 91 5 雲仙･普賢岳で火砕流
 92 6 PKO協力法成立
  9 自衛隊をカンボジアに派遣
 93 8 「非自民」連立政権成立
  = 米の部分開放を決定
 94 ＊ 米不足，外国産米の輸入
 95 1 阪神･淡路大震災
  3 地下鉄サリン事件
 96 2 エイズ薬害で厚相謝罪
  8 新潟県巻町で条例制定による住
       民投票実施
 97 4 消費税5％に引き上げ
  5 アイヌ文化振興法成立
  6 臓器移植法成立
 98 ＊ 金融ビッグバン

2 ニクソン米大統領，中国訪問
5 米ソ，SALTⅠに調印
6 国連人間環境会議（ストックホルム会議）
1 ベトナム和平協定調印
0 第四次中東戦争起こる
4 国連資源特別総会
5 インド，原爆実験
4 サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
- 第1回先進国首脳会議（サミット）
6 南北ベトナム統一
= ベトナム，カンボジア侵攻
5 第1回国連軍縮特別総会
1 米･中国交回復
2 イラン革命。中越国境戦争
3 米，スリーマイル島原発事故
= ソ連，アフガニスタンに軍事介入
7 西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4 米，初のスペースシャトル打ち上げ
4 フォークランド紛争
= 米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7 東側諸国，ロサンゼルス五輪不
　参加
＊ アフリカの飢餓深刻化
3 ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9 プラザ合意
4 チェルノブイリ原発事故
= 米･ソ，INF全廃条約調印
5 ソ連，アフガニスタン撤退開始
8 イラン･イラク戦争停戦
6 中国，天安門事件
- ベルリンの壁撤去
= 米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊ 東欧の民主化ひろがる
8 湾岸危機・湾岸戦争（～ 91年3月）
0 東西ドイツ統一
= ソ連解体
6 ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9  イスラエル，PLO暫定自治協定調印
- EU発足
5 南ア大統領にマンデラ就任
1 WTO発足
9 仏，南太平洋で地下核実験を強行
9 CTBT，国連総会で採択

2 英でクローン羊誕生の報道
7 香港返還
7アジア通貨危機
5 インド，パキスタン核実験
5 インドネシア，スハルト政権崩壊

世界内閣

田中角栄
1972.7～74.12

三木武夫
1974.12～76.12

福田赳夫
1976.12～78.12

大平正芳
1978.12～80.6

鈴木善幸
1980.7～82.11

中曽根康弘 
1982.11～87.11

竹下　登
 1987.11～89.6

宇野宗佑 
1989.6～89.8
海部俊樹
1989.8～91.11

宮沢喜一 
1991.11～93.8

細川護熙
 1993.8～94.4
羽田　孜
 1994.4～94.6
村山富市
 1994.6～96.1

橋本龍太郎
1996.1～98.7

小渕恵三
1998.7～2000.4 
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地下鉄サリン事件
（1995年）

事故が起きたチェルノブイ
リ（チョルノービリ）原子力
発電所（1986年）

那覇市で開かれた
沖縄復帰記念祝賀
式典（1972年）

マルタ会談（1989年）

干ばつから逃れてきた
エチオピアの難民（1984年）

 1999 5 ガイドライン関連法成立
 （平成11） 7 食料・農業・農村基本法制定
  9 東海村臨界事故発生
 2000 1 国会に憲法調査会設置
  9 三宅島噴火で全島民避難
 01 1 中央省庁，1府12省庁へ再編
  6 ハンセン病補償法成立
  - 海上自衛隊インド洋派遣
 02 9 初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6 有事法制関連3法成立

 04 1 自衛隊イラク派遣
  5 裁判員法成立
  6 有事法制関連7法成立
 05 4 JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊ 日本の人口が減少に転じる
 06 5 日米政府，在日米軍再編合意
  = 教育基本法改正
 07 5 国民投票法成立

 08 4 後期高齢者医療制度導入

 09 9 民主党中心の連立政権成立

 10 7 改正臓器移植法施行

 11 3 東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  = 自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  = 特定秘密保護法成立
 14 4 消費税8%に引き上げ
  7 「集団的自衛権」の行使容認を閣
  　議決定
 15 6 選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9 安全保障関連法成立
 16 1 マイナンバー制度発足

 17 6  「テロ等準備罪」を新設する改正
組織犯罪処罰法成立

 18 3  TPP（TPP11協定）調印
 19 4 アイヌ民族支援法成立
  5 元号「平成」から「令和」へ
  0 消費税10％に引き上げ
 20 4 新型コロナで｢緊急事態宣言｣発令

 21 8 9オリンピック・パラリンピック
   　東京大会
 22 4 改正民法施行，成年年齢が18歳に

年 日本

 1972 2 冬季オリンピック札幌大会
     （昭和47） 5 沖縄復帰
  9 日中共同声明
 73 2 円，変動為替相場制へ移行
  0 第一次石油危機始まる
 74 ＊ 戦後初のマイナス成長

 75 = 赤字国債発行
  ＊ 大学生200万人突破（進学率34.2％）
 76 2 ロッキード事件発覚
 77 7 領海12海里，漁業水域200海里施行
 78 8 日中平和友好条約調印
 79 1 共通一次試験始まる
  6 先進国首脳会議，東京で開催

 80 ＊ 校内暴力，家庭内暴力深刻化

 81 3 臨時行政調査会発足
 82 8 参議院に比例代表制を導入
 83 ＊ パソコン，ワープロ，急速に普及
 84 9 韓国大統領，初来日

 85 6 男女雇用機会均等法公布

 86 =国鉄分割･民営化法公布
 87 ＊ 防衛費，GNP1％枠突破
 88 6 牛肉･オレンジ輸入自由化決定
  7 リクルート事件発覚
 89 1 元号「昭和」から「平成」へ
 （平成元） 4 消費税スタート
  = 株価が史上最高値をつける

 90 1 センター試験始まる
  ＊ 株価･地価急落, 「バブル経済」破綻
 91 5 雲仙･普賢岳で火砕流
 92 6 PKO協力法成立
  9 自衛隊をカンボジアに派遣
 93 8 「非自民」連立政権成立
  = 米の部分開放を決定
 94 ＊ 米不足，外国産米の輸入
 95 1 阪神･淡路大震災
  3 地下鉄サリン事件
 96 2 エイズ薬害で厚相謝罪
  8 新潟県巻町で条例制定による住
       民投票実施
 97 4 消費税5％に引き上げ
  5 アイヌ文化振興法成立
  6 臓器移植法成立
 98 ＊ 金融ビッグバン

2 ニクソン米大統領，中国訪問
5 米ソ，SALTⅠに調印
6 国連人間環境会議（ストックホルム会議）
1 ベトナム和平協定調印
0 第四次中東戦争起こる
4 国連資源特別総会
5 インド，原爆実験
4 サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
- 第1回先進国首脳会議（サミット）
6 南北ベトナム統一
= ベトナム，カンボジア侵攻
5 第1回国連軍縮特別総会
1 米･中国交回復
2 イラン革命。中越国境戦争
3 米，スリーマイル島原発事故
= ソ連，アフガニスタンに軍事介入
7 西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4 米，初のスペースシャトル打ち上げ
4 フォークランド紛争
= 米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7 東側諸国，ロサンゼルス五輪不
　参加
＊ アフリカの飢餓深刻化
3 ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9 プラザ合意
4 チェルノブイリ原発事故
= 米･ソ，INF全廃条約調印
5 ソ連，アフガニスタン撤退開始
8 イラン･イラク戦争停戦
6 中国，天安門事件
- ベルリンの壁撤去
= 米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊ 東欧の民主化ひろがる
8 湾岸危機・湾岸戦争（～ 91年3月）
0 東西ドイツ統一
= ソ連解体
6 ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9  イスラエル，PLO暫定自治協定調印
- EU発足
5 南ア大統領にマンデラ就任
1 WTO発足
9 仏，南太平洋で地下核実験を強行
9 CTBT，国連総会で採択

2 英でクローン羊誕生の報道
7 香港返還
7アジア通貨危機
5 インド，パキスタン核実験
5 インドネシア，スハルト政権崩壊

世界内閣

田中角栄
1972.7～74.12

三木武夫
1974.12～76.12

福田赳夫
1976.12～78.12

大平正芳
1978.12～80.6

鈴木善幸
1980.7～82.11

中曽根康弘 
1982.11～87.11

竹下　登
 1987.11～89.6

宇野宗佑 
1989.6～89.8
海部俊樹
1989.8～91.11

宮沢喜一 
1991.11～93.8

細川護熙
 1993.8～94.4
羽田　孜
 1994.4～94.6
村山富市
 1994.6～96.1

橋本龍太郎
1996.1～98.7

小渕恵三
1998.7～2000.4 
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10

2000

20

 1999 5 ガイドライン関連法成立
 （平成11） 7 食料・農業・農村基本法制定
  9 東海村臨界事故発生
 2000 1 国会に憲法調査会設置
  9 三宅島噴火で全島民避難
 01 1 中央省庁，1府12省庁へ再編
  6 ハンセン病補償法成立
  - 海上自衛隊インド洋派遣
 02 9 初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6 有事法制関連3法成立

 04 1 自衛隊イラク派遣
  5 裁判員法成立
  6 有事法制関連7法成立
 05 4 JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊ 日本の人口が減少に転じる
 06 5 日米政府，在日米軍再編合意
  = 教育基本法改正
 07 5 国民投票法成立

 08 4 後期高齢者医療制度導入

 09 9 民主党中心の連立政権成立

 10 7 改正臓器移植法施行

 11 3 東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  = 自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  = 特定秘密保護法成立
 14 4 消費税8%に引き上げ
  7 「集団的自衛権」の行使容認を閣
  　議決定
 15 6 選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9 安全保障関連法成立
 16 1 マイナンバー制度発足

 17 6  「テロ等準備罪」を新設する改正
組織犯罪処罰法成立

 18 3  TPP（TPP11協定）調印
  6成年年齢，18歳に引き下げ
 19 4 アイヌ民族支援法成立
  5 元号「平成」から「令和」へ
  0 消費税10％に引き上げ
 20 4 新型コロナで｢緊急事態宣言｣発令

 21 8 9オリンピック・パラリンピック
   　東京大会

1 EU，単一通貨ユーロ導入
= マカオ返還

6 韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9 米で同時多発テロ事件 
0 米，英など，アフガニスタンへ軍
　事行動
7 アフリカ連合（AU）発足 
9 持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3 イラク戦争
8 第1回 6か国協議
5 EU 25か国に拡大
= スマトラ島沖地震，津波で大被害

2 京都議定書発効

7 イスラエル，レバノンへ軍事行動
0  北朝鮮，核実験
2  6か国協議，合意文書採択

8 ロシア，ジョージアに軍事侵攻
＊ 世界金融危機
1 米でオバマ大統領就任

4 ギリシャ財政危機
4 メキシコ湾で原油流出事故
＊ チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊

-パレスチナ，国連総会決議で「オ
　ブザーバー国家」に昇格
-イラン核開発問題，計画縮小で
　合意
3 ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7 アメリカとキューバ，国交回復
= パリ協定採択
6 イギリス，国民投票でEU離脱派
が賛成多数

1 米でトランプ大統領就任
7 核兵器禁止条約，国連総会で採択
6 米朝首脳初会談

8 INF全廃条約失効

1 イギリス，EU離脱
3 WHO，新型コロナウイルス感染
拡大を｢パンデミック｣と表明

森喜朗
2000.4～01.4

小泉純一郎
2001.4～06.9

安倍晋三
2006.9～07.9

 福田康夫
2007.9～08.9

麻生太郎
2008.9～09.9

鳩山由紀夫
2009.9～2010.6

菅直人
2010.6～11.9

野田佳彦
2011.9～12.12

安倍晋三
2012.12～20.9

菅義偉
2020.9～21.10

岸田文雄
2021.10～

年 日本 世界内閣

2 ニクソン米大統領，中国訪問
5 米ソ，SALTⅠに調印
6 国連人間環境会議（ストックホルム会議）
1 ベトナム和平協定調印
0 第四次中東戦争起こる
4 国連資源特別総会
5 インド，原爆実験
4 サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
- 第1回先進国首脳会議（サミット）
6 南北ベトナム統一
= ベトナム，カンボジア侵攻
5 第1回国連軍縮特別総会
1 米･中国交回復
2 イラン革命。中越国境戦争
3 米，スリーマイル島原発事故
= ソ連，アフガニスタンに軍事介入
7 西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4 米，初のスペースシャトル打ち上げ
4 フォークランド紛争
= 米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7 東側諸国，ロサンゼルス五輪不
　参加
＊ アフリカの飢餓深刻化
3 ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9 プラザ合意
4 チェルノブイリ原発事故
= 米･ソ，INF全廃条約調印
5 ソ連，アフガニスタン撤退開始
8 イラン･イラク戦争停戦
6 中国，天安門事件
- ベルリンの壁撤去
= 米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊ 東欧の民主化ひろがる
8 湾岸危機・湾岸戦争（～ 91年3月）
0 東西ドイツ統一
= ソ連解体
6 ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9  イスラエル，PLO暫定自治協定調印
- EU発足
5 南ア大統領にマンデラ就任
1 WTO発足
9 仏，南太平洋で地下核実験を強行
9 CTBT，国連総会で採択

2 英でクローン羊誕生の報道
7 香港返還
7アジア通貨危機
5 インド，パキスタン核実験
5 インドネシア，スハルト政権崩壊

同時多発テロ事件
（2001年）

新型コロナウイルスの
パンデミック（2020年）

ユーロ導入
（1999年）

東日本大震災
（2011年）
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2000

20

 1999 5 ガイドライン関連法成立
 （平成11） 7 食料・農業・農村基本法制定
  9 東海村臨界事故発生
 2000 1 国会に憲法調査会設置
  9 三宅島噴火で全島民避難
 01 1 中央省庁，1府12省庁へ再編
  6 ハンセン病補償法成立
  - 海上自衛隊インド洋派遣
 02 9 初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6 有事法制関連3法成立

 04 1 自衛隊イラク派遣
  5 裁判員法成立
  6 有事法制関連7法成立
 05 4 JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊ 日本の人口が減少に転じる
 06 5 日米政府，在日米軍再編合意
  = 教育基本法改正
 07 5 国民投票法成立

 08 4 後期高齢者医療制度導入

 09 9 民主党中心の連立政権成立

 10 7 改正臓器移植法施行

 11 3 東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  = 自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  = 特定秘密保護法成立
 14 4 消費税8%に引き上げ
  7 「集団的自衛権」の行使容認を閣
  　議決定
 15 6 選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9 安全保障関連法成立
 16 1 マイナンバー制度発足

 17 6  「テロ等準備罪」を新設する改正
組織犯罪処罰法成立

 18 3  TPP（TPP11協定）調印
 19 4 アイヌ民族支援法成立
  5 元号「平成」から「令和」へ
  0 消費税10％に引き上げ
 20 4 新型コロナで｢緊急事態宣言｣発令

 21 8 9オリンピック・パラリンピック
   　東京大会
 22 4 改正民法施行，成年年齢が18歳に

1 EU，単一通貨ユーロ導入
= マカオ返還

6 韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9 米で同時多発テロ事件 
0 米，英など，アフガニスタンへ軍
　事行動
7 アフリカ連合（AU）発足 
9 持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3 イラク戦争
8 第1回 6か国協議
5 EU 25か国に拡大
= スマトラ島沖地震，津波で大被害

2 京都議定書発効

7 イスラエル，レバノンへ軍事行動
0  北朝鮮，核実験
2  6か国協議，合意文書採択

8 ロシア，ジョージアに軍事侵攻
＊ 世界金融危機
1 米でオバマ大統領就任

4 ギリシャ財政危機
4 メキシコ湾で原油流出事故
＊ チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊

-パレスチナ，国連総会決議で「オ
　ブザーバー国家」に昇格
-イラン核開発問題，計画縮小で
　合意
3 ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7 アメリカとキューバ，国交回復
= パリ協定採択
6 イギリス，国民投票でEU離脱派
が賛成多数

1 米でトランプ大統領就任
7 核兵器禁止条約，国連総会で採択
6 米朝首脳初会談
8 INF全廃条約失効

1 イギリス，EU離脱
3 WHO，新型コロナウイルス感染
拡大を｢パンデミック｣と表明

2 ミャンマー，軍事クーデタ
8 米，アフガニスタンから完全撤退
2 ロシア，ウクライナに軍事侵攻

森喜朗
2000.4～01.4

小泉純一郎
2001.4～06.9

安倍晋三
2006.9～07.9

 福田康夫
2007.9～08.9

麻生太郎
2008.9～09.9

鳩山由紀夫
2009.9～2010.6

菅直人
2010.6～11.9

野田佳彦
2011.9～12.12

安倍晋三
2012.12～20.9

菅義偉
2020.9～21.10

岸田文雄
2021.10～

年 日本 世界内閣

2 ニクソン米大統領，中国訪問
5 米ソ，SALTⅠに調印
6 国連人間環境会議（ストックホルム会議）
1 ベトナム和平協定調印
0 第四次中東戦争起こる
4 国連資源特別総会
5 インド，原爆実験
4 サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
- 第1回先進国首脳会議（サミット）
6 南北ベトナム統一
= ベトナム，カンボジア侵攻
5 第1回国連軍縮特別総会
1 米･中国交回復
2 イラン革命。中越国境戦争
3 米，スリーマイル島原発事故
= ソ連，アフガニスタンに軍事介入
7 西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4 米，初のスペースシャトル打ち上げ
4 フォークランド紛争
= 米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7 東側諸国，ロサンゼルス五輪不
　参加
＊ アフリカの飢餓深刻化
3 ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9 プラザ合意
4 チェルノブイリ原発事故
= 米･ソ，INF全廃条約調印
5 ソ連，アフガニスタン撤退開始
8 イラン･イラク戦争停戦
6 中国，天安門事件
- ベルリンの壁撤去
= 米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊ 東欧の民主化ひろがる
8 湾岸危機・湾岸戦争（～ 91年3月）
0 東西ドイツ統一
= ソ連解体
6 ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9  イスラエル，PLO暫定自治協定調印
- EU発足
5 南ア大統領にマンデラ就任
1 WTO発足
9 仏，南太平洋で地下核実験を強行
9 CTBT，国連総会で採択

2 英でクローン羊誕生の報道
7 香港返還
7アジア通貨危機
5 インド，パキスタン核実験
5 インドネシア，スハルト政権崩壊

同時多発テロ事件
（2001年）

新型コロナウイルスの
パンデミック（2020年）

ユーロ導入
（1999年）

東日本大震災
（2011年）
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